




　美しい自然に恵まれ、古い歴史と伝統に培われた上田市は、そこに住む人々の英知と努力に

支えられ発展しています。

　このたび、「ともに認め合い、輝いて生きるために」をキャッチフレーズとして、男女共同参

画社会の実現を目指した「第 2 次上田市男女共同参画計画」を策定しました。

　今日、少子高齢化、経済の長期的低迷、高度情報化の進展、家族形態の多様化などにより生

活やあらゆる環境の変化があり、新たな課題への対応やさまざまな課題を解決するために男女

共同参画社会の実現が必要不可欠となっています。

　今回の計画では、重点的取組として「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進」、

「固定的役割分担意識の解消」、「女性に対するあらゆる暴力の根絶」、「地域社会での男女共同参

画の推進」、「教育の場における男女共同参画意識の醸成」を掲げ、市民と協働して推進するこ

ととしています。

　一人ひとりが豊かな人生を送るために、女性も男性もともに認め合い輝いて生きることがで

きるよう進めていきます。

　男女共同参画は、「実践」するところにその意義があります。

　それぞれの立場で、できるところから実践し、家庭、地域、職場でいきいきとした活動によっ

て、明るく住みよい地域となることを期待します。

　皆様の一層のご理解とご協力を心からお願いいたします。

　本計画策定にあたり、熱心にご審議いただきました上田市男女共同参画推進委員会の委員の

皆様はじめ、ご意見ご助言をいただきました多くの方々に厚くお礼申し上げます。

　　　　　平成 24 年 3 月

上田市長　母 袋　創 一

第 2 次上田市男女共同参画計画策定にあたって
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第 1 章　　計画策定にあたって�
１　計画策定の趣旨

　上田市では、平成 18 年 3 月 6 日に合併してから、旧市町村の男女共同参画計画を踏まえ平成 19 年
9 月に平成 23 年度までの 5 か年の第１次となる上田市男女共同参画計画を策定し、市民、事業所、団
体などの協力を得て職場、学校、家庭、地域社会でそれぞれ取り組みを展開してきました。
　この結果、審議会等への女性の登用率は 40％を超え、また、女性の社会参加のため育児や介護の各
種制度も充実してきました。男女共に様々な団体が地域づくりや子育て ･ 介護といった課題に取組むな
ど、男女共同参画の視点に立った動きが進んできました。
　リーマンショック以降、長期にわたる景気低迷に加え、東日本大震災による経済活動への打撃は大き
なものがあり、生活、雇用においては大変厳しい状況となっています。
　このような中ですが、男女共同参画社会実現に向けた取組みは、少子高齢化や人口減少社会到来に向
けて、より一層取り組まなければならない課題です。
　平成 24 年度から 5 か年の「第 2 次上田市男女共同参画計画」を策定し、豊かで潤いのある明るい社
会と男女の人権が尊重された安全で安心のできる上田市を目指していくことを趣旨としています。

２　計画の位置づけ
　第２次上田市男女共同参画計画は、合併以降の分権型の地域づくりを進める一方、厳しい経済・雇用
情勢と希薄な人間関係の進む中で、真の男女共同参画社会の実現に向け、市民と行政、事業所、教育者
が協働していくことを目指しています。
　基本的には、次の事項を踏まえています。

　(1)　男女共同参画社会基本法の理念に沿っています。
　(2)　第３次男女共同参画基本計画を勘案しています。　　 
　(3)　第３次長野県男女共同参画計画を勘案しています。
　(4)　上田市男女共同参画推進条例の理念に沿っています。
　(5)　第一次上田市総合計画との整合性を図っています。
　(6)　上田市男女共同参画推進委員会の答申を尊重しています。

３　計画策定の背景
　(1)　国際社会の動き

　国連では、1975年（昭和50年）の国際婦人年とそれに続く国連婦人の10年（昭和50年から60年）
を契機に「平等・開発・平和」を目標に掲げ、女性の地位向上を図るための取組みが展開されてい
ます。
　1979年 ( 昭和 54 年 ) には、女子に対する差別を撤廃し、男女平等原則を具体化するための基
本的かつ包括的な条約である「女子に対する差別の撤廃に関する条約」（女子差別撤廃条約）が国連
において採択されました。この条約は、あらゆる分野における性による差別禁止と差別撤廃に必要
な法的措置を講じるとともに、法制度だけでなく、慣習や慣行など個人の意識も変革するよう求め
ています。
　世界女性会議が 1985年（昭和 60 年）にナイロビで開催され「西暦 2000 年に向けての婦人の地
位向上のための将来戦略」が採択され、1995年（平成 7 年）には北京で開催され「北京宣言」（女性
の権利は人権である）と、2000 年に向けての取組むべき 12 の重大問題領域と戦略目標を示した上
で、1996 年までに各国が自国の行動計画を策定することを定めた「行動綱領」が採択されました。
　2000年 ( 平成 12 年 ) には、国連特別総会「女性 2000 年会議」が国連本部で開催され、「北京
宣言及び行動綱領」の更なる実施に向けて各国が取るべき行動計画を盛り込んだ「成果文書」と政
治宣言が採択され、国際的に男女共同参画が大きなうねりとなってきました。
　2005年（平成 17 年）の第 49 回国連婦人の地位委員会、2010年（平成 22 年）の第 54 回国連婦
人の地位委員会では、いずれも「北京宣言及び行動綱領」及び「女性 2000 年会議成果文書」の実
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１　基本理念
　平成 11 年に男女共同参画社会基本法が成立して 10 年以上経過し、この間さま
ざまな取組が進められており、平成 23 年度からは「第 3 次男女共同参画基本計画」
が取組まれています。
　上田市では、平成 19 年度から進めてきた「男女共同参画計画」が 5 年を経過し
たことから、平成 24 年度を初年度とする「第 2 次上田市男女共同参画計画」を策
定し、市民協働を基本としてさまざまな取組を進めていきます。
　今日の経済情勢と今後の社会の形成や経済成長などを考えると難しい問題もあり、
克服しながら進めていくことが重要であり、国際的な動きから決して立ち止まるこ
とのできない課題です。
　このような中で男女共同参画を進めていくための基本理念については、上田市男
女共同参画推進条例の基本理念を踏まえて、以下の七つの基本理念とします。

⑴	 男女の人権の尊重
　男女の個人としての尊厳が重んぜられること、直接的であるか間接的であるかにかかわらず性別によ

る差別的取扱いを受けないこと、個人として能力を発揮する機会が確保されることその他の男女の人権

が尊重されること。

⑵	 家庭生活における活動と他の活動の両立
　家族を構成する男女が、互いの協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の介護その他の家庭生活に

おける活動について家族の一員として責任を持ち、その役割を円滑に果たすとともに、職場、地域、そ

の他のあらゆる分野における活動を行うことができるよう配慮されること。

⑶	 社会における制度又は慣行についての配慮
　社会における制度又は慣行が、男女の社会における活動の自由な選択を妨げることのないよう配慮さ

れること。

⑷	 政策等の立案及び決定への共同参画
　男女が社会の対等な構成員として、市その他の団体における政策又は方針の立案及び決定に共同して

参画する機会が確保されること。

⑸	 性と生殖に関する健康と権利の尊重
　男女の対等な関係の下に、互いの性を理解し、尊重するとともに、妊娠、出産その他の性と生殖に関

する事項において、男女が互いの意思を尊重し、ともに健康な生活を営む権利が尊重されること。

⑹	 男女間における暴力の根絶
　男女間におけるあらゆる暴力が根絶されること。

⑺	 国際社会の動向を踏まえた取組
　男女共同参画の推進は、国際社会におけるその取組と密接な関係を有していることを踏まえ、国際的

協調の下に行われること。また、常に国際社会の動向を見つめ、これを踏まえた取組が推進されること。
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●

●

●

●

３　基本目標
　男女共同参画社会の実現に向けて、大きく四つの基本的な目標を掲げ
て、各分野にわたりさまざまな施策を推進します。

� 人権を尊重した男女共同参画意識の確立
【意識づくり】

�　さまざまな分野への男女共同参画の促進
【地域づくり】

� 男女が共に働きやすい環境の充実
【働きやすい環境づくり】

�　心豊かに暮らせる生活環境の整備
【生活環境づくり】
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① 男女共同参画社会づくりに関する意識の啓発活動の推進
② 啓発推進体制の整備

③ 家庭における男女共同参画の意識を高める教育・学習の充実
④ 学校・保育所における男女共同参画の意識を高める教育の推進
⑤ 地域における男女共同参画の意識を高める生涯学習の拡充

⑥ 学習機会及び学習内容の充実

⑦ 国際的視野の育成と国際理解の推進

⑧ 行政分野における女性の参画促進
⑨ 雇用分野における女性の参画促進
⑩ その他の分野における女性の参画促進
⑪ 女性の人材育成と発掘及び登用

⑫ 地域活動への参画促進
⑬ 団体活動等の育成支援及びネットワーク化の推進
⑭ 自主的な活動への支援

⑮ 防災、環境、観光等の分野における男女共同参画の推進

⑯ 雇用・労働条件などにおける男女平等の推進
⑰ 仕事と家庭生活が両立しやすい環境の整備
⑱ 就業機会の拡大と労働環境の整備
⑲ 職業能力の開発支援
⑳ 多様な就労形態にあった子育て・介護支援の充実

� 女性の新たな活躍の場を広げる意識の啓発
� 女性の再就職に向けた支援の充実
� 女性起業家の育成支援

� 女性の経済的地位向上と就業条件の整備
� 農業を生かした地域づくりへの支援

� ライフステージに応じた性の尊重の意識啓発
� あらゆる暴力根絶のための意識啓発
� 相談機能の充実

� 生涯を通じた健康づくり支援
� 性と生殖に関する健康と権利（リプロダクティブ ･ ヘルス / ライツ）

についての意識づくり
� 健康を脅かす問題への対策の推進

� ひとり親家庭の生活と自立支援
� 高齢者・障害者・外国人が安心して暮らせる環境の整備
� 介護者のための福祉の充実

� 男性にとっての男女共同参画の推進

計画推進のために

施 策 の 方 向
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基
本
目
標	

１

基本目標　１

人権を尊重した男女共同参画意識の確立　
【意識づくり】

　男女共同参画社会を実現するにあたっての大きな課題として、「男は仕
事、女は家庭」といった考え方に代表される性別による固定的役割分担の
意識が根強くあります。この意識を解消していくためには、人権尊重を基
盤にした男女共同参画のための意識啓発と教育・学習の一層の取組を進め
ることが求められています。
　人権尊重の視点に立った男女共同参画への意識の確立を図るために、次
の取組を進めます。

１　さまざまな機会をとらえて行う意識啓発

２　家庭、学校、地域等において
男女共同参画の視点に立った教育及び学習

３　学習機会の充実及び学習環境の整備

４　国際的視野に立った男女共同参の推進

　男女共同参画社会は、男女が性別にかかわりなく、一人の人間として個
性と能力が発揮でき、ともに責任を担い合う社会です。これまでの社会制
度や慣行にとらわれず、人権が尊重される男女共同参画への意識の確立を
目指します。
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施策の方向　①男女共同参画社会づくりに関する意識の啓発活動の推進
具体的施策 具体的施策の詳細 担当課

1 上田市男女共同参画推進条例の
　　　　　　　　　　　　　啓発

　広く市民の関心と理解を高めるための啓
発を行います。

人権男女共同参画課

2 啓発のための
講座・イベント等の開催　

　広く市民の関心と理解を高めるために、
講座、講演会、映画会、フェスティバル、
フォーラムなどを開催します。

人権男女共同参画課

丸子地域自治センター
市民生活課

真田地域自治センター
市民生活課

武石地域自治センター
市民生活課

生涯学習課

3 社会制度・慣行の見直し 　男女共同参画に関する社会制度・慣行等
の見直しや調査・研究の充実を図ります。

人権男女共同参画課

4 各種情報媒体の活用による啓発

　広報うえだ等の情報紙や各種メディアを
通じて、啓発活動を行います。また、各課
でパンフレット・リーフレット類を制作す
る際や、ホームページ、行政チャンネル等
で情報提供をする際には、男女平等の視点
を取り入れます。

秘書課

人権男女共同参画課

全課

5 情報の収集及び提供
　男女共同参画に関する各種資料、情報の
収集、提供を行い、啓発資料の作成・配布
を行います。

人権男女共同参画課

6 出前講座の充実 　男女共同参画社会を目指す「出前ときめ
きのまち講座」の充実を図ります。

人権男女共同参画課

7 市職員の研修機会の充実
　男女共同参画の視点を持ち、職務を遂行
する職員を育成するための研修を実施しま
す。

人材開発課

人権男女共同参画課

施策の方向　②啓発推進体制の整備
具体的施策 具体的施策の詳細 担当課

8 男女共同参画コミュニケーター
　　　　　　制度の整備・充実　

　男女共同参画コミュニケーター制度を整
備・充実させ市民と行政とのパイプ役及び
地域のリーダーとしての活動を促進します。

人権男女共同参画課

9 男女共同参画推進団体との連携
　男女共同参画社会づくりに向けて活動す
る団体・グループ等との連携による啓発に
努めます。

人権男女共同参画課

10 庁内体制の整備 　総合的、計画的に施策を推進するため、
男女共同参画庁内推進会議を開催します。

人権男女共同参画課

３　男女共同参画について、市民の関心と意識を高めるために講座、講演会やイベントの
開催のほか、出前ときめきのまち講座 * や男女共同参画コミュニケーター * を活用した
自治会や企業への啓発が必要です。

４　男女共同参画社会づくりに向けて活動しているグループとの連携を図り、学習活動の
支援や意識啓発が必要です。

５　男女共同参画に関する各種資料や情報の収集と市民への情報提供を積極的に行い、自
主的な学習や活動を支援していくことが必要です。

基
本
目
標	

１
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施策の方向　③家庭における男女共同参画の意識を高める教育・学習の充実
具体的施策 具体的施策の詳細 担当課

11 男女共同参画の視点に立った
家庭教育の推進　

　家庭における家事・子育て・介護等の固
定的性別役割分担意識を解消するための啓
発や学習機会の提供をします。

人権男女共同参画課

12 子育て・育児に関する
家庭教育の学習機会の充実　

　男女共同参画の視点に立った子育てにつ
いての講座を開設し、家庭教育の推進を図
ります。また、自治会青少年育成懇談会等
を通じ家庭教育への理解と向上を図るため
の啓発を推進します。

子育て・子育ち支援課
公民館

13 男性の子育てや
家庭生活への参画促進　

　男性の積極的な子育てや家庭生活への参
画を促進するため、学習機会を提供します。

子育て・子育ち支援課
公民館

14 指導者の育成と連携

　家庭教育に関して青少年の育成活動の充
実を図るため、家庭の教育力を高め指導者
育成及び青少年育成推進指導員との連携を
強化します。また、公民館や学校、地域と
の連携強化により家庭教育の充実を図りま
す。

生涯学習課
公民館

尊重した地域社会を築くため、地域における男女共同参画の視点に立った学習の充実が
必要です。

基
本
目
標	

１
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あなたは、「男女共同参画社会」の実現のためには、
　　　今後どのようなことが必要だと思いますか。３つ以内で選んでください。

資料：平成 22 年度男女共同参画社会に向けての意識調査（上田市）
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具体的目標（3）　学習環境の一層の整備

現 状
と

課 題

施策の方向　⑥学習機会及び学習内容の充実
具体的施策 具体的施策の詳細 担当課

25 学習内容の充実

　男女共同参画の裾野を広げるよう、あら
ゆる分野・年齢層を考慮し、市民がより参
加しやすい方策の工夫や学習内容の充実を
図ります。

人権男女共同参画課

26 託児の場の提供
　子育て中の男女の学習意欲に応じるため、
託児の場を提供します。 人権男女共同参画課

27
社会教育関係機関、
　地元の高等学校・大学等
　　　　　　　　　　との連携

　社会教育機関や地元の高等学校・大学等
との連携による男女共同参画に関する講座
の開催や情報提供を行います。

人権男女共同参画課
生涯学習課

１　女性が広く社会に参画するためには、政治、経済をはじめさまざまな分野への関心を
高める学習が必要です。そのため、公民館等の社会教育機関、地元の高等学校や大学等
と連携したり、参加しやすい講座を企画するなど、若い世代も参加できるような運営の
工夫が必要です。

２　子育て中の世代が参加できるよう講座等を行う際には託児を提供するなど環境の整備
が必要です。

施策の方向　⑦国際的視野の育成と国際理解の推進
具体的施策 具体的施策の詳細 担当課

28 国際社会の動向の把握
　男女共同参画社会の形成に向けた国際社
会のさまざまな取組や、女性問題等に関す
る情報の収集及び提供を行います。

秘書課
人権男女共同参画課

29 国際的視野を持つ人材の育成
　国際的視野を持つ女性リーダーの育成や
国際交流ボランティアの育成を図ります。

秘書課
市民課
人権男女共同参画課

30 外国における男女共同参画の
　　　　　　　　制度への理解

　外国における男女共同参画の制度等につ
いて学習し、理解を深めます。

人権男女共同参画課

具体的目標（4）　国際的協調と国際理解の推進

現 状
と

課 題

１　男女共同参画社会の実現に向けた動きは、国際社会の中で進んでいます。女子差別
撤廃条約 * をはじめとする男女共同参画に関係の深い各種の条約、女性２０００年会
議 * における議論等、国際社会の動向や取組などの情報収集・提供を進めていくこと
が必要です。

２　国際化が押し寄せている中で、国際的な視野を持ったリーダーやボランティアの育
成が必要です。

基
本
目
標	

１
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１　女性がさまざまな分野の政策・方針決定の場に積極的に参画し、社会的な責任を担う
ことは、男女共同参画社会の実現にとって最も重要なことです。

２　2010 年に国連開発計画が発表した「人間開発報告書 *」によると、基本的な人間の
能力がどこまで伸びたかを示す HDI（人間開発指数）は 169 か国中 11 位、また国家の
人間開発の達成が男女の不平等によって、どの程度妨げられているかを表す GII（ジェ
ンダー * 不平等指数）は 138 か国中 12 位ですが、経済分野、教育分野、健康分野、政
治分野における性別における格差を数値化しランク付けした GGI（ジェンダー・ギャッ
プ指数）では、134 か国中、94 位と大きく落ち込んでいます。これは残念ながら、日
本の女性は、能力を持ち合わせながら女性が政治経済活動をはじめとするさまざまな活
動に参画する機会が十分でないことを現しています。

具体的目標（5）　政策 ・ 方針決定の場への女性の参画の推進

現 状
と

課 題

第1－1－16表	　HDI，GII，GGI における日本の順位

（備考）1．国連開発計画（UNDP）「人間開発報告書 2010」及び世界経済フォーラム「The Global Gender Gap Report 2010」より作成。
2．測定可能な国数は，HDI は 169 か国，GII は 138 か国，GGI は 134 か国。

⑴HDI
( 人間開発指数）

順位 国　　名 HDI 値
1 ノルウェー 0.938
2 オーストラリア 0.937
3 ニュージーランド 0.907
4 米国 0.902
5 アイルランド 0.895
6 リヒテンシュタイン 0.891
7 オランダ 0.890
8 カナダ 0.888
9 スウェーデン 0.885
10 ドイツ 0.885
11 日本 0.884
12 韓国 0.877
13 スイス 0.874
14 フランス 0.872
15 イスラエル 0.872
16 フィンランド 0.871
17 アイスランド 0.869
18 ベルギー 0.867
19 デンマーク 0.866
20 スペイン 0.863
21 香港 0.862
22 ギリシャ 0.855
23 イタリア 0.854
24 ルクセンブルク 0.852
25 オーストリア 0.851
26 英国 0.849
27 シンガポール 0.846
28 チェコ共和国 0.841
29 スロベニア 0.828
30 アンドラ 0.824
31 スロバキア 0.818
32 アラブ首長国連邦 0.815
33 マルタ 0.815
34 エストニア 0.812
35 キプロス共和国 0.810
36 ハンガリー 0.805
37 ブルネイ 0.805
38 カタール 0.803
39 バーレーン 0.801
40 ポルトガル 0.795
41 ポーランド 0.795
42 バルバドス 0.788
43 バハマ 0.784
44 リトアニア 0.783
45 チリ 0.783
46 アルゼンチン 0.775
47 クウェート 0.771
48 ラトビア共和国 0.769
49 モンテネグロ 0.769
50 ルーマニア 0.767
51 クロアチア 0.767
52 ウルグアイ 0.765
53 リビア 0.755
54 パナマ 0.755
55 サウジアラビア 0.752
56 メキシコ 0.750
57 マレーシア 0.744
58 ブルガリア 0.743
59 トリニダード・トバゴ 0.736
60 セルビア 0.735

⑵ＧＩＩ
(ジェンダー不平等指数）

順位 国　　名 GII 値
1 オランダ 0.174
2 デンマーク 0.209
3 スウェーデン 0.212
4 スイス 0.228
5 ノルウェー 0.234
6 ベルギー 0.236
8 フィンランド 0.248
7 ドイツ 0.240
9 イタリア 0.251
10 シンガポール 0.255
11 フランス 0.260
12 日本 0.273
13 アイスランド 0.279
14 スペイン 0.280
15 キプロス共和国 0.284
16 カナダ 0.289
17 スロベニア 0.293
18 オーストラリア 0.296
19 オーストリア 0.300
20 韓国 0.310
21 ポルトガル 0.310
22 ラトビア共和国 0.316
23 ギリシャ 0.317
24 ルクセンブルク 0.318
25 ニュージーランド 0.320
26 ポーランド 0.325
27 チェコ共和国 0.330
28 イスラエル 0.332
29 アイルランド 0.344
30 クロアチア 0.345
31 スロバキア 0.352
32 英国 0.355
33 リトアニア 0.359
34 ハンガリー 0.382
35 マルタ 0.395
36 ブルガリア 0.399
37 米国 0.400
38 中国 0.405
39 エストニア 0.409
40 モルドバ 0.429
41 ロシア 0.442
42 バルバドス 0.448
43 クウェート 0.451
44 ウクライナ 0.463
45 アラブ首長国連邦 0.464
46 モーリシャス 0.466
47 キューバ 0.473
48 トリニダード・トバゴ 0.473
49 ルーマニア 0.478
50 マレーシア 0.493
51 コスタリカ 0.501
52 リビア 0.504
53 チリ 0.505
54 ウルグアイ 0.508
55 バーレーン 0.512
56 チュニジア共和国 0.515
57 モンゴル 0.523
58 ベトナム 0.530
59 モルディブ 0.533
60 アルゼンチン 0.534

⑶ＧＧＩ
(ジェンダー・ギャップ指数）

順位 国　　名 GGI 値
1 アイスランド 0.850
2 ノルウェー 0.840
3 フィンランド 0.826
4 スウェーデン 0.802
5 ニュージーランド 0.781
6 アイルランド 0.777
7 デンマーク 0.772
8 レソト 0.768
9 フィリピン 0.765
10 スイス 0.756
11 スペイン 0.755
12 南アフリカ共和国 0.754
13 ドイツ 0.753
14 ベルギー 0.751
15 英国 0.746
16 スリランカ 0.746
17 オランダ 0.744
18 ラトビア共和国 0.743
19 米国 0.741
20 カナダ 0.737
21 トリニダード・トバゴ 0.735
22 モザンビーク 0.733
23 オーストラリア 0.727
24 キューバ 0.725
25 ナミビア 0.724
26 ルクセンブルク 0.723
27 モンゴル 0.719
28 コスタリカ 0.719
29 アルゼンチン 0.719
30 ニカラグア 0.718
31 バルバドス 0.718
32 ポルトガル 0.717
33 ウガンダ 0.717
34 モルドバ 0.716
35 リトアニア 0.713
36 バハマ 0.713
37 オーストリア 0.709
38 ガイアナ 0.709
39 パナマ 0.707
40 エクアドル 0.707
41 カザフスタン 0.706
42 スロベニア 0.705
43 ポーランド 0.704
44 ジャマイカ 0.704
45 ロシア 0.704
46 フランス 0.703
47 エストニア 0.702
48 チリ 0.701
49 マケドニア 0.700
50 ブルガリア 0.698
51 キルギス共和国 0.697
52 イスラエル 0.696
53 クロアチア 0.694
54 ホンジュラス 0.693
55 コロンビア 0.693
56 シンガポール 0.691
57 タイ 0.691
58 ギリシャ 0.691

94 日本 0.652

基
本
目
標	

２

出展：『平成 23 年版 男女共同参画白書』





25

施策の方向　⑨雇用分野における女性の参画促進
具体的施策 具体的施策の詳細 担当課

33 女性の
　　職域拡大と管理職への登用

　女性の職域の拡大と管理職への登用を促
進するよう働きかけます。

人権男女共同参画課
雇用促進室

34 表彰制度の普及 　男女共同参画推進事業者の表彰制度を広
く普及します。

人権男女共同参画課

35 職場における
　　　男女共同参画意識の高揚

　女性や管理職を対象とした企業における
研修機会の充実を図り、女性の能力発揮促
進のための支援に努め、男女共同参画の意
識の高揚に努めます。

雇用促進室

施策の方向　⑩その他の分野における女性の参画促進
具体的施策 具体的施策の詳細 担当課

36 各種団体における女性役員の登用 　自治会、分館、ＰＴＡ等各種団体の女性
役員の登用の促進を働きかけます。

市民参加・協働推進課
人権男女共同参画課
学校教育課
生涯学習課　　
公民館

施策の方向　⑪女性の人材育成と発掘及び登用
具体的施策 具体的施策の詳細 担当課

37 政策・方針決定の場に参画する
女性の人材育成及び支援　

　男女共同参画の視点をもって社会の幅広
い分野に参画する女性の人材育成や支援の
ための講座や研修会を開催します。

人権男女共同参画課

38 女性の
　　人材リストの作成及び整備

　女性の人材に関する情報を把握し、専門
性を生かした分野で活動できるよう、人材
リストを作成します。

人権男女共同参画課

基
本
目
標	

２
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施策の方向　⑫地域活動への参画促進
具体的施策 具体的施策の詳細 担当課

39
男女共同参画の視点に立った
　　　　　　　まちづくりの推進

　

　地域での固定的性別役割分担意識の解消
を進め、男女がともにまちづくりなどの地
域の実践的活動に参画するよう関係団体へ
働きかけます。

人権男女共同参画課

40 男女共同参画の視点から地域の
課題について考える機会の提供　

　男女共同参画の視点で地域の課題解決に
向けた講座や学習機会の提供に努めます。

人権男女共同参画課

公民館

41 地域のリーダーとして活動する
女性の育成　

　女性リーダーの育成のため、研修等の支
援を行うほか、女性が地域でリーダーとし
て活躍できる環境整備に努めます。

人権男女共同参画課

公民館

施策の方向　⑬団体活動等の育成支援及びネットワーク化の推進
具体的施策 具体的施策の詳細 担当課

42 男女共同参画の視点をもった
　団体やグループとの連携強化　

　男女共同参画社会の形成に賛同するあら
ゆる団体との連携を強化します。

人権男女共同参画課

43 活動状況の把握と提供及び
            ネットワーク化の支援　

　各種団体やグループの活動状況を把握し、
その情報を提供します。また、各種団体や
グループの交流の場を提供し、ネットワー
クづくりを支援します。

人権男女共同参画課

施策の方向　⑭自主的な活動への支援
具体的施策 具体的施策の詳細 担当課

44 自主的な活動への支援

　地域活動を行っている団体や新たに設立
しようとしている団体やグループに対して、
活動に関する相談・情報提供を行い、自主
的な活動を支援します。

市民参加・協働推進課
人権男女共同参画課
公民館

基
本
目
標	

２
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基本目標　3

男女が共に働きやすい環境の充実　
【働きやすい環境づくり】

　世界的に見ても極めて低い出生率と急激な高齢化により、総人口や労働力人口が減
少しているとともに、未婚 ･ 離婚の増加等による単身世帯やひとり親世帯の増加や個
人の職場 ･ 家庭 ･ 地域等への帰属意識の多様化等に伴う地域社会における人間関係の
希薄化などが見られます。
　グローバルな経済秩序の変容等も背景に、我が国経済は長期的に低迷を続けており、
失業者や非正規労働者が増加し、社会全体に閉塞感の広がりがみられます。
　働くことは自己実現につながり、男性も女性もその能力を十分に発揮することがで
きる社会づくりは、ダイバーシティ * の推進につながり、社会経済の活力の源という
観点から極めて重要です。
　雇用分野だけでなく、経済の牽引者としての女性の役割を認識し、女性による経済
活動の機会を創造する観点から、起業や自営業などの分野においても男女が均等の機
会の下で一層活躍できるようにします。
　農業においては、生産から加工、販売といった新しい取組と女性たちの先進的な取
組によって農業の新しい姿が地域を変えています。
　以上のことから、男女とも従来の働き方を見直し、仕事と生活の調和を実現するこ
とが急がれます。
　男女がともに働きやすい社会の実現に向け、次の取組を進めます。

１　仕事と家庭、地域活動が両立できる環境の整備

２　雇用等における男女の均等な機会の確保と労働環境の整備

３　多様な就労形態にあった子育てと介護の支援

４　様々な分野における女性の経済活動のための支援

５　農山村における女性農業者の育成と農業を生かした地域づくりの支援

　
　雇用や生活がさまざまな形態となった中、男女がともに働きやすい社会の実現に向
け、さまざまな制度の充実や支援などの取組を充実させ、仕事と生活の調和（ワーク・
ライフ・バランス）の一層の推進を目指します。
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３　ここ数年、長期的な経済の低迷が続き、男女とも非正規雇用労働者が増加しています。
　特に女性の場合は男性に比べて非正規労働者の割合が高く、貧困に陥りやすい背景と

なっています。女性の短時間労働者の給与水準は、男性一般労働者に比べ非常に低い水
準にとどまっています。そのため、雇用環境の整備に向けた一層の取組を図ることが必
要です。

４　商工業等の自営業においては、仕事の場と生活の場が一体的な場合が多く、女性は労
働の重要な担い手であるとともに、家事、育児、介護等の負担をより多く担っていると
いう状況にあります。女性の経営参画や社会参画を促進するとともに、男性と対等なパー
トナーとして、働きに応じて賃金や報酬を得るといった、経済的地位の向上や就業条件
の明確化、事業経営に必要な知識や技能の習得をするといった、学習機会の充実を引き
続き図っていくことが必要です。

５　近年、技術革新や情報化の進展、就業形態の多様化などに伴い、新しい技術に対応で
きる能力が求められています。特に、女性の職業能力の向上を図り、技術革新に的確に
対応できる知識や、技能を修得できるような学習機会等の充実を図っていくことが必要
です。
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〈女性〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈男性〉
（％） （％）

■ 正規の職員・従業員
■ パート・アルバイト
■ その他（労働者派遣事業所の派遣社員，契約社員・嘱託，その他）

3.6　　　　28.5　　　　　　　　　67.9　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　92.6　　　　　　　　　3.3　  4.1　

3.4　　　　32.6　　　　　　　　　 64.0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　91.3　　　　　　　　　 4.7　　4.1　

3.7　　　　34.6　　　　　　　　　 61.7　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　91.1　　　　　　　　　 5.1　　3.9　

3.7　　　　35.5　　　　　　　　　 60.9　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　91.1　　　　　　　　　 5.2　　3.7　

3.8　　　　　39.0　　　　　　　　　 57.1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  89.7 　　　　　　　　　 6.6　　3.7　

5.0　　　　　  42.9　　　　　　　　　 52.1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  87.5   　　　　　　　　　 8.9 　 3.6　

11.2　　　　　40.5　　　　　　　　　48.3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　83.7   　　　　　　　　8.3  8.1　

12.8　　　　　40.7　　　　　　　　　46.5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　81.7   　　　　　　　　8.7  9.6　

12.6　　　　　41.2　　　　　　　　　46.2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　81.1   　　　　　　　　9.1  9.8　

（備考） 昭和 60 年から平成 13 年は，総務庁「労働力調査特別調査」（各年２月）より，14 年以降は総務省「労働力調査（詳細集計）」
　　　（年平均）より作成。

第1ー2ー6図　雇用形態別にみた役員を除く雇用者の構成割合の推移（性別）

第1ー2ー16図　労働者の１時間当り平均所定内給与格差の推移（男性一般労働者＝100）

男性一般労働者を 100 とした場合の
　■ 　女性短時間労働者の給与水準
　■ 　男性短時間労働者の給与水準

平成元  ２      ３     ４     ５     ６     ７     ８     ９     10    11    12    13     14    15     16    17    18     19    20    21    22（年）
（備考） １．厚生労働省「賃金構造基本統計調査」より作成。

２．男性一般労働者の１時間当たり平均所定内給与額を 100 として，各区分の１時間当たり平均所定内給与額の水
準を算出したものである。
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施策の方向　⑱就業機会の拡大と労働環境の整備
具体的施策 具体的施策の詳細 担当課

62 就業に関する情報の提供 　職業や就職に関する必要な情報提供を図
ります。

雇用促進室

63 労働条件向上についての啓発
　パートタイム労働をはじめ就業形態の多様
化が急速に進む中で、労働関係法令の遵守、
労働条件の向上についての啓発を進めます。

雇用促進室

64 労働、就職問題に関する
　　　　　　　相談体制の充実

　関係機関と連携して、労働問題、就職問
題等に関する相談体制の充実を図ります。

雇用促進室

65 商工業等の自営業における
　男女共同参画の推進　

　商工業等の自営業に従事する女性の労働
環境や生活環境の改善を図り、経営・事業
運営・計画立案などに対等に参画できるよ
う講演会等を開催して啓発を推進します。

雇用促進室

66 商工業等の自営業に携わる
　女性団体の育成　

　商工業等の自営業に従事する女性の団体
やグループの育成及び女性の能力・技能の
向上（エンパワーメント *）に向けた学習活
動を支援します。

雇用促進室

67 再雇用制度の普及啓発 　再雇用制度の普及促進、啓発を進め、退職
後の雇用機会が確保されるよう支援します。

雇用促進室

68 労働者の健康管理と
　　　　　労働安全衛生の充実

　事業主に対し、各種検診の機会や検診内
容の充実、労働安全衛生面の取組の強化を
働きかけます。

健康推進課
雇用促進室

施策の方向　⑲職業能力の開発支援
具体的施策 具体的施策の詳細 担当課

69 職業能力開発に関する支援 　職業能力開発に関する講座・研修会の開
催や各種情報の提供を行います。

人権男女共同参画課
雇用促進室

70 再就職や転職のための技術習得が
できる体制づくりの推進　

　再就職や転職のための職業訓練体制の整
備を関係機関と連携しながら推進します。

雇用促進室

施策の方向　⑳多様な就労形態にあった子育て・介護支援の充実
具体的施策 具体的施策の詳細 担当課

71 保育サービスの充実

　働く保護者の多様な就労形態にあった保
育が可能となるよう、乳幼児保育や延長保
育、一時預かり、休日保育、 病児・病後児
保育事業、ファミリーサポートセンター事
業を実施します。

保育課
子育て・子育ち支援課

72 児童の放課後対策の充実

　働く保護者の留守家庭の子どもに対し、
学校の放課後や休業日に安心して過ごせる
場として、各施設を充実させ仕事と子育て
の両立及び子どもの健やかな成長を支援し
ます。

学校教育課

73 様々な連携や協働による
　　　　　　　　　取組の推進　

　子育て支援団体等が行政や企業と連携し
子育てを応援する取組を推進します。

子育て・子育ち支援課

74 介護サービスの充実
　介護を必要とする人が安心して日常生活
を送るとともに、家族の介護負担を軽減す
る介護サービスの充実を図ります。

高齢者介護課

75 仕事と子育て・介護を両立
するための支援　

　関係機関と連携して男女がともに仕事と
子育て・介護が両立できるよう支援します。

人権男女共同参画課
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施策の方向　�女性の新たな活躍の場を広げる意識の啓発
具体的施策 具体的施策の詳細 担当課

76 女性のチャレンジ精神に対する
　　　　　　　　　　意識啓発

　女性のチャレンジ精神に対する意識啓発
のための情報提供や講座を開催します。

人権男女共同参画課
上田情報ライブラリー

施策の方向　�女性の再就職に向けた支援の充実
具体的施策 具体的施策の詳細 担当課

77 再就職希望者への支援
　結婚や子育て、介護などで離職した人の
再就職の支援をするため各種情報の収集や
提供、並びに講座の開催をします。

人権男女共同参画課
雇用促進室

78 再就職のための能力開発支援

　結婚や子育て、介護などで離職した人の
再就職の支援をするため、能力開発に向け
た研修会の実施や資格取得のための学習機
会の充実を図ります。

情報推進課
人権男女共同参画課
雇用促進室

79
再就職や転職などに関する
　　　　　　　　　相談の充実

　ハローワーク上田、ながのパーソナルサ
ポート上田など関係機関と連携を強化し、
就職や転職、再就職のための相談体制の充
実を図ります。

雇用促進室

施策の方向　㉓女性起業家の育成支援
具体的施策 具体的施策の詳細 担当課

80 女性起業家の育成支援
　新しく事業を起こそうとする女性に対し
て各種情報の提供や相談体制の充実を図り、
支援をしていきます。

商工課
上田情報ライブラリー
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基本目標　4

心豊かに暮らせる生活環境の整備
【生活環境づくり】

　健康で心豊かな生活を築いていくためには、男女が共に互いの身体的特質を十分に
理解し合い、人権を尊重しつつ生きていくことや互いの生き方を認め合い、切磋琢磨し、
充実した人生を送ることが重要です。
　女性に対する暴力は重大な人権侵害であり、男女共同参画社会を形成していく上で
克服すべき重要な課題となっています。暴力を根絶するため、社会的認識の徹底等と
ともに、防止対策や被害者支援など、女性に対する暴力の様々な形態に応じた幅広い
取組を推進することが必要です。
　近年、暴力の被害を受け支援が必要な子どもの問題も顕在化しており、安全で安心
に暮らせる環境づくりのため、社会全体で子どもたちを支えることが求められていま
す。
　障害があること、外国人であることなどに加え、女性であることからくる複合的に
困難な状況に置かれている人々への対応が不可欠となっています。
　男女共同参画社会は、多様な生き方を尊重し、男性にとっても暮らしやすい社会で
あることから、男女共同参画社会を男性の視点からとらえることも不可欠です。
　人権を尊重し、健康で心豊かに生活するため、次の取組を進めます。

１　ドメスティック・バイオレンス * や児童虐待の防止と被害者支援

２　生涯を通じた健康維持と増進のためのあらゆる支援

３　女性であることで複合的に困難な状況に対しての支援と環境整備

４　男性にとっての男女共同参画の推進

　人権尊重、健康維持といった課題などに対して、あらゆる機関が連携して環境の整
備を進め、男女の一人ひとりが幸せな人生が送れる社会の実現を目指します。
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施策の方向　㉖ライフステージに応じた性の尊重の意識啓発
具体的施策 具体的施策の詳細 担当課

86 性の尊重の意識の啓発 　それぞれのライフステージに応じて、各種
情報や学習機会を提供します。

人権男女共同参画課
健康推進課

87 各関係機関との連携 　各関係機関との連携の充実に努めます。 健康推進課

施策の方向　㉗あらゆる暴力根絶のための意識啓発
具体的施策 具体的施策の詳細 担当課

88 ドメスティック・バイオレンス
　　　　　　　防止の意識啓発

　ドメスティック・バイオレンス防止のた
めパンフレットの配布等を通じて意識啓発
を推進します。

人権男女共同参画課

89 暴力を受けた
　　　　　被害者に対する支援　

　関係機関と連携し、安全を確保し保護救
済体制を整備します。

人権男女共同参画課

子育て・子育ち支援課

90 子どもに対する
　　暴力・虐待防止の意識啓発  

　子どもに対する暴力・虐待防止のため、
講演会やパンフレットの配布等を通じて意
識啓発を推進します。

人権男女共同参画課

子育て・子育ち支援課

91 被害を受けた
　　　　　子どもに対する支援

　関係機関と連携し、安全を確保し保護救
済体制を整備します。

子育て・子育ち支援課

92
セクシャル・ハラスメント及び

パワー・ハラスメント防止の
意識啓発

　地域や企業におけるセクシャル・ハラス
メント及びパワー・ハラスメント防止の意
識づくりを進めます。

人権男女共同参画課

雇用促進室

93 メディアにおける
性・暴力表現への対応

　女性や子どもを専ら性的ないし暴力行為
の対象としてとらえたメディアの性・暴力
表現は、男女共同参画社会の形成を大きく
阻害するものであるという観点から広報啓
発を行うとともに、メディア・リテラシー*
向上のための取組を推進します。

マルチメディア
情報センター

人権男女共同参画課

施策の方向　㉘相談機能の充実
具体的施策 具体的施策の詳細 担当課

94 相談窓口の設置
　悩みごと、人権、性、暴力、セクシャル・
ハラスメント等についての相談体制を充実
します。

市民課
人権男女共同参画課
生活環境課
健康推進課
子育て・子育ち支援課

95 相談窓口の連携と充実 　市民相談等の窓口の連携を強化し、相談
体制を充実します。

人権男女共同参画課
生活環境課
子育て・子育ち支援課
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施策の方向　㉙生涯を通じた健康づくり支援

具体的施策 具体的施策の詳細 担当課

96 健康づくりの推進

　情報紙等により健康づくりを普及すると
ともに、健康推進委員や食生活改善推進委
員を育成し、市民の健康づくりを推進しま
す。

健康推進課

97 心の健康づくりの推進
　心の健康づくりをテーマとした講演会、
相談等を通じて、市民の心身の健康維持・
増進に努めます。

健康推進課

98 健康を増進するための
　　　　　　　　支援の充実

　各種健康診査を充実し、受診を進めると
ともに正しい健康状態を知り、積極的に健
康を増進するための支援をします。また、
リーフレットや広報・有線で情報提供等を
図ります。

健康推進課

99 食育の推進

　男女を問わず「食」に関する知識と「食」
を選択する力を習得し、健全な食生活を実
践する能力を育むために、食育に関する施
策を推進します。

健康推進課

施策の方向　㉚性と生殖に関する健康と権利
　　　　　（リプロダクティブ・ヘルス／ライツ）についての意識づくり

具体的施策 具体的施策の詳細 担当課

100
リプロダクティブ・ヘルス／
　　ライツに関する意識の浸透

　女性が生涯にわたって健康を享受するこ
とは、重要な人権であるという観点から、
女性の性と生殖に関する健康と権利（リプ
ロダクティブ・ヘルス / ライツ）の啓発に
努めます。

人権男女共同参画課

101 母子保健事業の周知・徹底
　妊娠から出産まで一貫した母子保健事業
の周知・徹底を図り、安心して出産ができ
る体制づくりを進めます。

健康推進課

102 不妊等に悩む人への相談・支援 　不妊等に対する相談や情報提供を関係機
関と実施し、必要な支援をします。

健康推進課

施策の方向　㉛健康を脅かす問題への対策の推進
具体的施策 具体的施策の詳細 担当課

103 健康を脅かす
　　　　　性感染症対策の推進

　H ＩⅤ／エイズ、性感染症についての正
しい知識を身につけられるよう啓発を推進
します。

健康推進課

104 健康に影響を及ぼす
　　　　　　有害物質への対応

　薬物乱用や喫煙、飲酒等の人体への影響
についての情報を提供し、乱用防止の普及
啓発を進めます。

健康推進課

基
本
目
標	

４
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施策の方向　㉜ひとり親家庭の生活と自立支援
具体的施策 具体的施策の詳細 担当課

105 相談及び支援の充実
　関係機関と連携し、さまざまな悩みに対
する相談体制を充実し、ひとり親家庭の自
立に向けて支援します。

子育て・子育ち支援課

106 子育て支援の充実 　子育て支援のための家庭協力員の派遣事
業等の充実を図ります。

子育て・子育ち支援課

107 経済的負担の軽減

　児童扶養手当及び福祉医療制度の周知・
徹底を図るとともに、必要に応じて資格取
得経費助成、母子貸付、生活保護、準要保
護など各種制度の利用につながるよう関係
機関と連携し、ひとり親世帯の自立に向け
た支援を行います。また、市営住宅への優
先入居制度の利用を図ります。

住宅課
福祉課
子育て・子育ち支援課

施策の方向　㉝高齢者・障害者・外国人が安心して暮らせる環境の整備
具体的施策 具体的施策の詳細 担当課

108 女性に対する支援

　高齢であること、障害があること等に加
え、女性であることで更に複合的に困難な
状況に置かれている人たちに対して、必要
な取組を進めます。

人権男女共同参画課

109
男女共同参画の視点に立った
　高齢者に対する理解の促進と
　　　　　　　地域福祉の充実

　男女ともに安心して生活できるよう「上
田市高齢者福祉総合計画」を推進します。

高齢者介護課

110
男女共同参画の視点に立った
　障害者に対する理解の促進と
　　　　　　　地域福祉の充実

　男女ともに安心して生活できるよう 「上
田市障害者基本計画」を推進します。

福祉課

111 心身障害児に対する支援の充実
　障害を持つ子どもが健やかに成長してい
くため、専門機関と連携した支援を進めま
す。

健康推進課
保育課

112 外国籍市民の支援と
多文化共生のまちづくりの推進

　上田市多文化共生推進協会を核として、
関係機関及び団体と連携・協働し、コミュ
ニケーションや生活面におけるさまざまな
支援を推進し、多文化共生のまちづくりを
目指します。

市民課

施策の方向　㉞介護者のための福祉の充実
具体的施策 具体的施策の詳細 担当課

113 介護支援事業の推進

　在宅で介護をする介護者の精神的、身体
的及び経済的な負担を軽減するため介護者
の支援を進めます。また、家族で介護の悩
みを抱え込むことのないよう各種情報の発
信に努めます。

高齢者介護課

114 介護保険の円滑な実施
　介護保険制度の目的を踏まえながら、低
所得者の介護保険利用料の負担の軽減等、
在宅サービスの利用促進を図ります。

高齢者介護課

基
本
目
標	

４
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施策の方向　㉟男性にとっての男女共同参画の推進
具体的施策 具体的施策の詳細 担当課

115 男性にとっての
男女共同参画意識の啓発

　男性の固定的性別役割分担意識の解消を
図るため、啓発活動や学習機会の提供を行
います。

人権男女共同参画課

116 男性が家庭生活に関われる
職場環境の整備

　男性も育児休業、介護休業がとれる職場
環境の整備について、企業等への働きかけ
と制度の普及を図ります。

人権男女共同参画課
雇用促進室

117 男性が育児に
積極的に参加するための支援

　子育て支援団体と連携し、父親が育児に
関する知識や技術を習得する機会を設けま
す。また、父親としての自覚を促すために「父
親のためのパンフレット」の配布や「体験
講座」を開催します。

健康推進課
子育て・子育ち支援課

基
本
目
標	

４
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	計画推進のために
　この計画を推進し目標を達成していくためには、市民の理解を深め、関係機関と連携して事業を展
開することが必要です。このため、市民、自治会、事業者等と協働して計画を推進する体制を整備し
ます。

１　推進体制の整備

⑴ 市民・事業者との協働

◦ 計画を推進し目標を達成していくために、各種事業を通じて意識啓発を行いながら、市民との
協働による事業の実施に努めます。

◦ 男女共同参画に関する学習や研究を行っている個人や団体との連携強化と、市民の自主的な活
動に対して情報提供等の支援を行います。

◦男女共同参画社会の実現に不可欠な事業者との連携を図ります。

⑵ 上田市男女共同参画推進委員会　

◦ 市民及び学識経験を有するもので構成している「上田市男女共同参画推進委員会」において計
画の推進・評価を行い、必要に応じて提言をしていきます。

⑶ 庁内推進体制の充実

◦ 男女共同参画に関する庁内推進会議を一層充実させるとともに、市職員が男女共同参画に敏感
な視点を持つよう情報提供や研修の充実を図ります。

⑷ 男女共同参画センターの充実

◦ 男女共同参画施策推進のための拠点として、上田市男女共同参画センターの充実を図ります。

⑸ 国、県及び関係機関との連携

◦ 国、県、関係機関及び他の自治体と情報交換や事業協力等、連携を図りながら推進します。

２　推進状況の管理

⑴ 指数、目標値の設定

◦この計画を実効性のあるものにするため目標値を設定し、施策に反映します。

⑵ 計画の推進状況の点検と評価

◦毎年、施策の進捗状況を把握しながら計画を推進します。

⑶ 市民意識調査の実施

◦ 男女共同参画に関する意識や実態を把握するため、意識調査を行い、その結果を分析、研究す
るとともに計画推進に反映させます。
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用　　　語 解　　　　　　　　説

ワーク・ライフ
　　　　　・バランス

　「仕事と生活の調和」と訳される。仕事と家庭生活や地域活動などの「仕事以
外の活動」とのバランスをとり、多様な働き方や生き方が選択できるようにす
ること。個人の生活の充実とともに、企業の生産性向上更には社会・経済の活
性化に寄与するといわれる。

固定的性別役割分担意識

　男女を問わず個人の能力等によって役割の分担を決めることが適当であるに
もかかわらず、「男は仕事・女は家庭」、「男性は主要な業務・女性は補助的業務」
等のように、男性、女性という性別を理由として、役割を固定的に分ける考え
方のこと。

出前ときめきのまち講座

　上田市が市役所の仕事をプログラムにし、市民の皆さんが知りたい、聞きた
いと思う内容をプログラムから選んで申込み、担当課職員が出向いて説明し、
学習の支援をする制度。5 人以上の団体やグループ等で申込みが可能。プログ
ラムの中には、男女共同参画社会についてもある。

男女共同参画
コミュニケーター　　

　コミュニケーターは、男女共同参画施策に精通した市民を市長が委嘱する。
男女共同参画行政に協力し、男女共同参画政策の地域への広報、啓発や女性問
題に関する情報収集 ･ 提供を行い、地域ぐるみで運動の展開を図ることを目的
としている。

女子差別撤廃条約

　正式名称は「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」という。
1979 年の国連総会において採択された。政治、経済、社会、文化をはじめ、
あらゆる分野における性差別の撤廃と、性差別の背後にある性別役割分業の見
直しが強く打ち出されてる。日本においては、1984 年の国籍法改正（父系主
義から父母両系主義へ）、1985 年の男女雇用機会均等法の制定、家庭科の男女
選択必須などの国内法などを一定の整備の上、1985 年に同条約を批准している。

女性 2000 年会議

　2000 年 6 月に国連特別総会としてニューヨークで開催された。第 4 回世界
女性会議で採択された北京行動要領の実施状況の検討 ･ 評価が行われるととも
に、更なる行動とイニシアティブの検討が行われ、その結果が「政治宣言」及び「北
京宣言及び行動要領実施のための更なる行動とイニシアティブ」（いわゆる成果
文書）として取りまとめられた。

人間開発報告書
　UNDP（国連開発計画）は、人間開発報告書を 1990 年から毎年刊行してお
り、人間開発という指標で GNP だけでは計りきれない豊かさを算出している。
社会開発や人権などの新たな開発アプローチが表示されている。

ジェンダー

　社会的・文化的に形成された性別」のこと。人間は生まれついての生物学的
性別「セックス（sex)」がある。一方、社会通念や慣習の中には、社会によっ
て作り上げられた「男性像」、「女性像」があり、このような男性、女性の別を

「社会的・文化的に形成された性別」（ジェンダー /gender) という。「社会的・
文化的に形成された性別」は、それ自体に良い、悪いの価値を含むものでなく、
国際的にも使われている。

ダイバーシティ 　「多様性」のこと。性別や国籍、年齢などにかかわりなく、多様な個性が力を
発揮し、共存できる社会のことをダイバーシティ社会という。

Ｍ字カーブ

　日本の女性労働力人口比率を年齢階級別にグラフ化したとき、30 歳代を谷と
し、20 歳代後半と 40 歳代前半が山になるアルファベットのＭのような形にな
る。Ｍ字を描く原因は、出産・子育て期に離職する女性が多いことにある。なお、
国際的に見ると台形型に近くなっている国が多い。

エンパワーメント 　「力をつけること」の意で、一人ひとりが社会の一員として自覚と能力を高め、
政治的、経済的、社会的、文化的に力を持った存在になること。

用 語 解 説 本文中、※印がついている用語の説明です
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用　　　語 解　　　　　　　　説

６次産業化
　農林水産業・農山漁村と２次産業・３次産業を融合・連携させることにより、
農林水産業をはじめとする農山漁村の多様な「資源」を利活用し、新たな付加
価値を生み出す地域ビジネスや新産業を創出すること。

家族経営協定 　女性農業者や農業後継者が魅力ある農業を営んでいくひとつの方法として、
家族で話し合い、休日や労働報酬などある一定のルールをつくること。

ドメスティック ･
バイオレンス　

　配偶者や親しいパートナー等からの暴力をいいます。単に殴る蹴るなどの暴
力のみならず、威嚇する、存在を無視する、心理的な苦痛を与えるなどが含ま
れる。

ストーカー行為 　一方的に相手に恋愛感情や関心を抱き執念深くつきまとい、相手に迷惑や攻
撃の被害を与える行為。その行為をする人をストーカーという。

セクシャル・
　　　　　ハラスメント

　相手の意に反する性的な言動によって、不利益を与えたり、不快な思いをさ
せたり、能力の発揮に重大な影響力を与えたりすること。

パワー・ハラスメント
　職権などの力を背景として本来の業務の範疇を超えて、継続的に人格と尊厳
を傷つける言動を行い、就労者の働く環境を悪化させたり、雇用不安を与えた
りすること。

メディア・リテラシー
　メディアの情報を主体的に読み解く能力、メディアにアクセスし、活用する
能力、メディアを通じコミュニケーションする能力の三つを構成要素とする複
合的な能力。

リプロダクティブ・
　　　　ヘルス／ライツ

（性と生殖に関する健康と権利）

　「リプロダクティブ・ヘルス（性と生殖に関する健康）」とは、平成 6 年（1994
年）の国際人口／開発会議の「行動計画」及び平成 7 年（1995 年）の第 4 回
世界女性会議の「北京宣言及び行動綱領」において、「人間の生殖システム、そ
の機能と（活動）家庭のすべての側面において、単に疾病、障害がないという
ばかりではなく、身体的、精神的、社会的に完全に良好な状態にあることを指す」
とされている。また、「リプロダクティブ・ライツ（性と生殖に関する権利）」は、

「すべてのカップルと個人が自分たちの子どもの数、出産間隔、並びに出産する
時を責任を持って自由に決定でき、そのための情報と手段を得ることができる
という基本的権利、並びに最高水準の性に関する健康及びリプロダクティブ ･
ヘルスを得る権利」とされている。

HIV ／エイズ

　HIV（ヒト免疫不全ウイルス）は、エイズの原因となるウイルス。HIV の感染後、
平均 10 年といわれる長い潜伏期間を経て、身体の免疫が低下し、さまざまな
日和見感染症、悪性腫瘍などを発症すると、エイズ（AIDS：後天性免疫不全症
候群）と診断される。

子宮頸がん 　子宮頸部と呼ばれる子宮の出口より発生するがん。ヒト乳頭腫ウイルス（HPV)
の感染によって発症する性行為感染症。

HPV
（ヒトパピローマウイルス）

　HPV は性交渉により感染するウイルスであり、性交経験のある女性は、感染
の可能性がある。HPV に感染しても多くの場合は、免疫力によって HPV が体
内から排除される。HPV 感染の大半は 2 年以内に自然消失するが、約 10%の
人では感染が長期化（持続感染化）する。HPV が持続感染化するとその一部で
子宮頸部の細胞に異常（異形成）を生じ、さらに平均で 10 年以上の歳月の後、
ごく一部（感染者の 1%以下）が異形成から子宮頸癌に進行する。

多文化共生 　国籍や民族などの異なる人々が、互いの文化的違いを認め合い、対等な関係
を築こうとしながら、ともに生きていくこと。
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　我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下
の平等がうたわれ、男女平等の実現に向けた様々な取組
が、国際社会における取組とも連動しつつ、着実に進め
られてきたが、なお一層の努力が必要とされている。
　一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等我
が国の社会経済情勢の急速な変化に対応していく上で、
男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、
性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮する
ことができる男女共同参画社会の実現は、緊要な課題と
なっている。
　このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の実現
を 21 世紀の我が国社会を決定する最重要課題と位置付
け、社会のあらゆる分野において、男女共同参画社会の
形成の促進に関する施策の推進を図っていくことが重要
である。
　ここに、男女共同参画社会の形成についての基本理念
を明らかにしてその方向を示し、将来に向かって国、地
方公共団体及び国民の男女共同参画社会の形成に関する
取組を総合的かつ計画的に推進するため、この法律を制
定する。

第１章　総　　則 
（目的）
第１条　この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、社

会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会
を実現することの緊要性にかんがみ、男女共同参画
社会の形成に関し、基本理念を定め、並びに国、地
方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、
男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の基本
となる事項を定めることにより、男女共同参画社会
の形成を総合的かつ計画的に推進することを目的と
する。 

（定義）
第２条　この法律において、次の各号に掲げる用語の意

義は、当該各号に定めるところによる。 
１　男女共同参画社会の形成 男女が、社会の対等な構

成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分
野における活動に参画する機会が確保され、もって
男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利
益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべ
き社会を形成することをいう。

２　積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間
の格差を改善するため必要な範囲内において、男女
のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供す
ることをいう。

 
（男女の人権の尊重）
第３条　男女共同参画社会の形成は、男女の個人として

の尊厳が重んぜられること、男女が性別による差別
的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を

（平成 11 年  ６月 23 日　法律第 78 号）
改正　 平成 11 年  ７月 16 日　法律第 102 号

同　11 年 12 月 22 日　  同 第 160 号
発揮する機会が確保されることその他の男女の人権
が尊重されることを旨として、行われなければなら
ない。 

（社会における制度又は慣行についての配慮）
第４条　男女共同参画社会の形成に当たっては、社会に

おける制度又は慣行が、性別による固定的な役割分
担等を反映して、男女の社会における活動の選択に
対して中立でない影響を及ぼすことにより、男女共
同参画社会の形成を阻害する要因となるおそれがあ
ることにかんがみ、社会における制度又は慣行が男
女の社会における活動の選択に対して及ぼす影響を
できる限り中立なものとするように配慮されなけれ
ばならない。

 
（政策等の立案及び決定への共同参画）
第５条　男女共同参画社会の形成は、男女が、社会の対

等な構成員として、国若しくは地方公共団体におけ
る政策又は民間の団体における方針の立案及び決定
に共同して参画する機会が確保されることを旨とし
て、行われなければならない。 

（家庭生活における活動と他の活動の両立）
第６条　男女共同参画社会の形成は、家族を構成する男

女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、
家族の介護その他の家庭生活における活動について
家族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、当
該活動以外の活動を行うことができるようにするこ
とを旨として、行われなければならない。 

（国際的協調）
第７条　男女共同参画社会の形成の促進が国際社会にお

ける取組と密接な関係を有していることにかんがみ、
男女共同参画社会の形成は、国際的協調の下に行わ
れなければならない。 

（国の責務）
第８条　国は、第３条から前条までに定める男女共同参

画社会の形成についての基本理念（以下「基本理念」
という。）にのっとり、男女共同参画社会の形成の促
進に関する施策（積極的改善措置を含む。以下同じ。）
を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

（地方公共団体の責務）
第９条　地方公共団体は、基本理念にのっとり、男女共

同参画社会の形成の促進に関し、国の施策に準じた
施策及びその他のその地方公共団体の区域の特性に
応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

（国民の責務）
第 10 条　国民は、職域、学校、地域、家庭その他の社

会のあらゆる分野において、基本理念にのっとり、

男 女 共 同 参 画 社 会 基 本 法
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男女共同参画社会の形成に寄与するように努めなけ
ればならない。 

（法制上の措置等）
第 11 条　政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関

する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の
措置その他の措置を講じなければならない。 

（年次報告等）
第 12 条　政府は、毎年、国会に、男女共同参画社会の

形成の状況及び政府が講じた男女共同参画社会の形
成の促進に関する施策についての報告を提出しなけ
ればならない。

２　政府は、毎年、前項の報告に係る男女共同参画社会
の形成の状況を考慮して講じようとする男女共同参
画社会の形成の促進に関する施策を明らかにした文
書を作成し、これを国会に提出しなければならない。

 

第２章　男女共同参画社会の形成の
促進に関する基本的施策	

（男女共同参画基本計画） 
第 13 条　政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関

する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、男
女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な計画

（以下「男女共同参画基本計画」という。）を定めな
ければならない。 

２　男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項について
定めるものとする。 
一　総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会
の形成の促進に関する施策の大綱 
二　前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の
形成の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進
するために必要な事項 

３　内閣総理大臣は、男女共同参画会議の意見を聴いて、
男女共同参画基本計画の案を作成し、閣議の決定を
求めなければならない。 

４　内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定が
あったときは、遅滞なく、男女共同参画基本計画を
公表しなければならない。 

５　前２項の規定は、男女共同参画基本計画の変更に
ついて準用する。

 
（都道府県男女共同参画計画等）
第 14 条　都道府県は、男女共同参画基本計画を勘案し

て、
当該都道府県の区域における男女共同参画社会の形成
の促進に関する施策についての基本的な計画（以下「都
道府県男女共同参画計画」という。）を定めなければ
ならない。 

２　都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる事項につ
いて定めるものとする。 
一　都道府県の区域において総合的かつ長期的に講ず
べき男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の大
綱 

二　前号に掲げるもののほか、都道府県の区域におけ
る男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合
的かつ計画的に推進するために必要な事項 

３　市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府県男女
共　同参画計画を勘案して、当該市町村の区域におけ
る男女共同参画社会の形成の促進に関する施策につい
ての基本的な計画（以下「市町村男女共同参画計画」
という。）　を定めるように努めなければならない。 

４　都道府県又は市町村は、都道府県男女共同参画計画
又は市町村男女共同参画計画を定め、又は変更したと
きは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

 
（施策の策定等に当たっての配慮）
第 15 条　国及び地方公共団体は、男女共同参画社会の

形成に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び
実施するに当たっては、男女共同参画社会の形成に配
慮しなければならない。 

（国民の理解を深めるための措置）
第 16 条　国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、

基本理念に関する国民の理解を深めるよう適切な措置
を講じなければならない。 

（苦情の処理等）
第 17 条　国は、政府が実施する男女共同参画社会の形

成の促進に関する施策又は男女共同参画社会の形成に
影響を及ぼすと認められる施策についての苦情の処理
のために必要な措置及び性別による差別的取扱いその
他の男女共同参画社会の形成を阻害する要因によって
人権が侵害された場合における被害者の救済を図るた
めに必要な措置を講じなければならない。 

（調査研究）
第 18 条　国は、社会における制度又は慣行が男女共

同参画社会の形成に及ぼす影響に関する調査研究その
他の男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の策
定に必要な調査研究を推進するように努めるものとす
る。 

（国際的協調のための措置）
第 19 条　国は、男女共同参画社会の形成を国際的協調

の下に促進するため、外国政府又は国際機関との情報
の交換その他男女共同参画社会の形成に関する国際的
な相互協力の円滑な推進を図るためにな措置を講ずる
ように努めるものとする。 

（地方公共団体及び民間の団体に対する支援）
第 20 条　国は、地方公共団体が実施する男女共同参画

社会の形成の促進に関する施策及び民間の団体が男女
共同参画社会の形成の促進に関して行う活動を支援す
るため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう
に努めるものとする。 
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第３章　男女共同参画会議 

（設置）
第 21 条　内閣府に、男女共同参画会議（以下「会議」

という。）を置く。 

（所掌事務）
第 22 条　会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 
１　男女共同参画基本計画に関し、第 13 条第３項に規

定する事項を処理すること。 
２　前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又は関係各

大臣の諮問に応じ、男女共同参画社会の形成の促進に
関す　る基本的な方針、基本的な政策及び重要事項を
調査審議　すること。 

３　前２号に規定する事項に関し、調査審議し、必要が
あると認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に
対し、意見を述べること。 

４　政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関
する施策の実施状況を監視し、及び政府の施策が男女
共同　参画社会の形成に及ぼす影響を調査し、必要が
あると認　めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣
に対し、意見を述べること。
 

（組織）
第 23 条　会議は、議長及び議員 24 人以内をもって組

織する。
 

（議長）
第 24 条　議長は、内閣官房長官をもって充てる。
２　議長は、会務を総理する。 

（議員）
第 25 条　議員は、次に掲げる者をもって充てる。 

一　内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内閣総
理大臣が指定する者 
二　男女共同参画社会の形成に関し優れた識見を有す
る者のうちから、内閣総理大臣が任命する者 

２　前項第２号の議員の数は、同項に規定する議員の総
数の 10 分の５未満であってはならない。 

３　第１項第２号の議員のうち、男女のいずれか一方の
議員の数は、同号に規定する議員の総数の 10 分の４
未満であってはならない。 

４　第１項第２号の議員は、非常勤とする。
 

（議員の任期）
第 26 条　前条第１項第２号の議員の任期は、２年とす

る。ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間
とする。

２　前条第１項第２号の議員は、再任されることができ
る。 

（資料提出の要求等）
第 27 条　会議は、その所掌事務を遂行するために必要

があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、監
視又は調査に必要な資料その他の資料の提出、意見の

開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
２　会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要が

あると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対
しても、必要な協力を依頼することができる。 

（政令への委任）
第 28 条　この章に定めるもののほか、会議の組織及び

議員その他の職員その他会議に関し必要な事項は、政
令で定める。 

附　則（平成11年６月23日法律第78号）　抄	

（施行期日）
第１条　この法律は、公布の日から施行する。 

（男女共同参画審議会設置法の廃止）
第２条　男女共同参画審議会設置法（平成９年法律第７
号）は、廃止する。 

附　則　（平成11年７月16日法律第102号）　抄 

（施行期日）
第１条　この法律は、内閣法の一部を改正する法律（平

成 11 年法律第 88 号）の施行の日から施行する。た
だし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日
から施行する。 
　　　　（施行の日＝平成 13 年１月６日） 

１　略 
２　附則第 10 条第１項及び第５項、第 14 条第３項、

第 23 条、第 28 条並びに第 30 条の規定　公布の日 

（委員等の任期に関する経過措置）
第 28 条　この法律の施行の日の前日において次に掲げ

る従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職
員である者（任期の定めのない者を除く。）の任期は、
当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれ
の法律の規定にかかわらず、その日に満了する。 

１から 10 まで　略 
11　男女共同参画審議会 

（別に定める経過措置）
第 30 条　第２条から前条までに規定するもののほか、

この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法
律で定める。 
附　則　（平成11年12月 22日法律第160号）　抄 

（施行期日）
第１条　この法律（第２条及び第３条を除く。）は、平

成 13 年１月６日から施行する。ただし、次の各号に
掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

　　（以下略）
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平成18年12月 21日公布　条例第318号

目次
前文

第１章　総　則（第１条―第９条）
第 2 章　男女共同参画の推進に関する基本的施策

（第 10 条―第 21 条）
第 3 章　上田市男女共同参画推進委員会

（第 22 条―第 28 条）
第４章　補　則（第 29 条）
附　則

　私たちの上田市は、豊かな自然に恵まれ長い歴史と文化をはぐ
くみ、自由画教育、上田自由大学、現代婦人教養大学等の先駆的
な教育を実践してきた文化の薫り高い東信の中核都市である。
　すべての人が性別にとらわれることなく、互いに人権を尊重し、
自らの意思に基づいて個性と能力を十分に発揮できる男女共同参
画社会の実現は、私たち市民の切なる願いである。
　わが国では、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわ
れ、国際婦人年以降の世界的な取組と連動する中で女性の地位の
向上に向けた法制上の整備がされてきた。
　男女共同参画社会基本法は、少子高齢化の進展、国内経済活動
の成熟化等わが国の社会経済情勢の急速な変化に対応し、あわせ
て世界のすう勢である男女共同参画社会の実現を最重要課題とし
て位置付けている。
　上田市においては、これまでも男女共同参画社会の実現を目指
して、男女共同参画計画の策定等さまざまな施策を推進してきた。
しかし、依然として性別によって役割を固定的にとらえる意識は
根強く、特に意思決定の場への女性の参画が不十分な状況にあり、
男女平等の達成に向けて多くの課題が残っている。
　心豊かに安心して暮らせる社会を築いていくためには、市民一
人ひとりが個性をはぐくみ、持てる力を発揮し、男女がともに家庭、
学校、職場、地域その他の社会のあらゆる分野に積極的に参画す
ることが必要である。
　ここに、豊かで活力ある上田市を築くため、市、市民、事業者
及び教育関係者が協働して、男女共同参画社会を早期に実現する
ことを決意し、この条例を制定する。

第 1 章　総　則
（目的）
第 1 条　この条例は、男女共同参画の推進についての基本理念を

定め、市、市民、事業者及び教育関係者の責務を明らかにする
とともに、男女共同参画の推進に関する施策を定め、これを総
合的かつ計画的に実施することにより、豊かで活力ある男女共
同参画社会を実現することを目的とする。

（定義）
第 2 条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当

該各号に定めるところによる。
⑴男女共同参画　　男女が、社会の対等な構成員として、自ら

の意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する
機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会
的及び文化的利益を享受することができ、かつ、ともに責任
を担うことをいう。

⑵積極的改善措置　　前号に規定する機会に係る男女間の格差
を改善するため必要な範囲内において、男女のいずれか一方
に対し、当該機会を積極的に与えることをいう。

（基本理念）
第 3 条　男女共同参画の推進は、次の各号に掲げる基本理念（以

下「基本理念」という。）にのっとり行われなければならない。
⑴ 男女の人権の尊重男女の個人としての尊厳が重んぜられるこ

と、直接的であるか間接的であるかにかかわらず性別による
差別的取扱いを受けないこと、個人として能力を発揮する機
会が確保されることその他の男女の人権が尊重されること。

⑵ 家庭生活における活動と他の活動の両立家族を構成する男女
が、互いの協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の介護
その他の家庭生活における活動について家族の一員として責
任を持ち、その役割を円滑に果たすとともに、職場、地域、
その他のあらゆる分野における活動を行うことができるよう
配慮されること。

⑶ 社会における制度又は慣行についての配慮社会における制度
又は慣行が、男女の社会における活動の自由な選択を妨げる
ことのないよう配慮されること。

⑷ 政策等の立案及び決定への共同参画男女が社会の対等な構成
員として、市その他の団体における政策又は方針の立案及び
決定に共同して参画する機会が確保されること。

⑸ 性と生殖に関する健康と権利の尊重男女の対等な関係の下
に、互いの性を理解し、尊重するとともに、妊娠、出産その
他の性と生殖に関する事項において、男女が互いの意思を尊
重し、ともに健康な生活を営む権利が尊重されること。

⑹ 男女間における暴力の根絶男女間におけるあらゆる暴力が根
絶されること。

⑺ 国際的協調男女共同参画の推進は、国際社会におけるその取
組と密接な関係を有していることを踏まえ、国際的協調の下
に行われること。

（市の責務）
第 4 条　市長は、基本理念にのっとり、男女共同参画の推進に関

する施策（積極的改善措置を含む。以下同じ。）を総合的に策定
し、及び実施するものとする。

2　市長は、男女共同参画の推進に関する施策の実施に当たって
は、国、県その他の地方公共団体、市民、事業者及び教育関係
者と連携し、取り組むものとする。

（市民の責務）
第 5 条　市民（市内に居住し、通学し、通勤し、又は市内で活動

する者をいう。以下同じ。）は、基本理念にのっとり、家庭、学
校、職場、地域その他の社会のあらゆる分野において、自ら積
極的に参画するとともに、市長が実施する男女共同参画の推進
に関する施策を理解し、協力するよう努めなければならない。

（事業者の責務）
第 6 条　事業者（市内において公的機関、民間を問わず、又は営利、

非営利を問わず事業を行う個人、法人及びその他の団体をいう。
以下同じ。）は、基本理念にのっとり、男女が共同してその事業
活動に参画することができる体制及び職業生活における活動と
家庭生活における活動その他の活動とを両立することができる
環境の整備に努めるとともに、市長が実施する男女共同参画の
推進に関する施策を理解し、協力するよう努めなければならな
い。

（教育関係者の責務）
第 7 条　教育関係者（市内において、家庭教育、幼児教育（保育

を含む。）、学校教育、職場教育及び社会教育その他のあらゆる
教育に携わる者をいう。以下同じ。）は、教育が男女共同参画の
推進に果たす役割の重要性を踏まえ、基本理念に配慮した教育
を行うよう努めなければならない。

（性別による人権侵害の禁止）
第 8 条　すべての人は、家庭、学校、職場、地域その他の社会の

あらゆる分野において、次に掲げる性別による人権侵害行為を

上田市男女共同参画推進条例
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（市民等の活動に対する支援）
第 16 条　市長は、市民、事業者及び教育関係者が男女共同参画

の推進に関して行う活動に対し、情報の提供その他の必要な支
援を行うものとする。

（政策決定過程等への男女共同参画の推進）
第 17 条　市長は、家庭、学校、職場、地域その他の社会のあら

ゆる分野における活動において、男女間に参画する機会に格差
が生じている場合は、市民、事業者及び教育関係者と協力し、
積極的改善措置を講ずるよう努めるものとする。

2　市長その他の執行機関は、審議会等の委員を任命し、又は委
嘱するに当たっては、積極的改善措置を講ずることにより、男
女の均衡を図るよう努めるものとする。

（調査研究）
第 18 条　市長は、男女共同参画の推進に関する施策を効果的に

実施するため、男女共同参画に関する調査研究を行うとともに、
市民、事業者及び教育関係者に対して情報の提供を行うものと
する。

（事業者の報告及び表彰）
第 19 条　市長は、男女共同参画の推進に関し必要があると認め

るときは、事業者に対し、男女の就業状況、参画状況その他の
男女共同参画の推進に関する事項について報告を求めることが
できる。

2　市長は、男女共同参画の推進に関する取組を積極的に行って
いる事業者に対し、上田市男女共同参画推進委員会の意見を聴
いて、これを表彰することができる。

（苦情及び相談への対応）
第 20 条　市長は、男女共同参画の推進に関する施策又は男女共

同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策に関し、市民か
ら苦情の申出があったときは、関係機関と協力し、適切かつ迅
速な対応をとるものとする。

2　市長は、性別による差別的取扱いその他の男女共同参画の推
進を阻害すると認められる要因による人権侵害に関し、市民か
ら相談の申出があったときは、関係機関と協力し、必要な支援
を行うものとする。

3　市長は、必要があると認めるときは、前 2 項の規定による申
出に対応するため、上田市男女共同参画推進委員会の意見を聴
くことができる。

（推進体制の整備）
第 21 条　市長は、男女共同参画を推進するため、次の各号に掲

げる推進体制の整備に努めるものとする。
⑴ 男女共同参画の推進に関する施策を総合的に企画調整し、

及び実施するための必要な体制の整備
⑵ 男女共同参画を推進するための必要な拠点の整備
⑶ 男女共同参画計画に基づく施策を実施するための財政上の

措置その他必要な措置

第 3 章　上田市男女共同参画推進委員会
（設置）
第 22 条　男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的

に推進する上で必要な事項を調査審議するため、上田市男女共
同参画推進委員会（以下「委員会」という。）を設置する。

（任務）
第 23 条　委員会は、次に掲げる事項について、市長の諮問に応

じて調査審議をするものとする。
⑴ 男女共同参画計画の策定及び変更に関する事項
⑵ 男女共同参画の推進に関する施策に関する事項
⑶ 男女共同参画の推進に関する施策の実施状況の評価に関する

行ってはならない。
⑴ 性別による差別的取扱い
⑵ 男女間における身体的又は精神的な苦痛を与える暴力的行為
⑶ セクシュアル・ハラスメント（性的な言動により個人の生活

環境を害する行為又は性的な言動を受けた個人の対応により
当該個人に不利益を与える行為をいう。）

2　市長は、前項各号に掲げる行為の防止について必要な広報
その他の啓発に努めるものとする。

（公衆に表示する情報に関する留意）
第 9 条　すべての人は、広告、ポスター、看板等公衆に表示する

情報において、次に掲げる表現を行わないよう努めなければな
らない。
⑴ 性別による固定的な役割分担及び男女間の暴力等を助長し、

又は連想させる表現
⑵ 不必要に女性の身体を強調する等の過度の性的な表現

第 2 章　男女共同参画の推進に関する基本的施策

（男女共同参画計画）
第 10 条　市長は、男女共同参画の推進に関する施策を総合的か

つ計画的に推進するため、男女共同参画の推進に関する施策に
ついての基本的な計画（以下「男女共同参画計画」という。）を
策定するものとする。

2　男女共同参画計画は、次に掲げる事項について定めるものと
する。
⑴ 総合的かつ長期的に講ずるべき男女共同参画の推進に関する

施策の大綱
⑵ 前号に掲げるもののほか、男女共同参画の推進に関する施策

を総合的かつ計画的に 推進するために必要な事項
3　市長は、男女共同参画計画の策定に当たっては、市民、事業

者及び教育関係者の意見が反映されるよう努めるとともに、第
22 条に規定する上田市男女共同参画推進委員会の意見を聴く
ものとする。

4　市長は、男女共同参画計画を定めたときは、遅滞なく、これ
を公表するものとする。

5　前 2 項の規定は、男女共同参画計画の変更について準用する。

（施策の策定等に当たっての配慮）
第 11 条　市長は、あらゆる施策の策定及び実施に当たっては、

基本理念にのっとり取り組むよう配慮するものとする。

（実施状況の公表）
第 12 条　市長は、毎年、男女共同参画の推進に関する施策の実

施状況を上田市男女共同参画推進委員会に報告するとともに、
これを公表するものとする。

（市民等の理解を深めるための啓発）
第 13 条　市長は、男女共同参画の推進について、市民、事業者

及び教育関係者の理解を深めるために必要な広報その他の啓発
を行うものとする。

（家庭生活における活動と他の活動との両立の支援）
第 14 条　市長は、男女がともに家庭生活における活動と職業生

活における活動その他の活動とを両立することができるよう、
必要な支援を行うものとする。

（教育及び学習の機会の充実）
第 15 条　市長は、男女共同参画に対する関心と理解を深めるた

め、学校教育、社会教育その他あらゆる分野の教育における男
女共同参画に関する教育及び学習の機会の充実に努めるものと
する。
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事項
⑷ 事業者の表彰に関する事項
⑸ その他男女共同参画の推進に関する事項

（組織）
第 24 条　委員会は、委員 10 人以内をもって組織し、男女のい

ずれか一方の委員の数は、委員総数の 10 分の 4 未満であって
はならない。

2　委員は、市民、関係団体の代表者及び学識経験のある者のう
ちから市長が委嘱する。

（任期）
第 25 条　委員の任期は、2 年とする。ただし、補欠委員の任期は、

前任者の残任期間とする。
2　委員は、再任されることができる。

（会長及び副会長）
第 26 条　委員会に会長及び副会長を置き、委員が互選する。
2　会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3　副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職

務を代理する。

（会議）
第 27 条　会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2　委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くこと

ができない。

3　会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、
会長の決するところによる。

4　会長は、専門的な事項について必要があると認めるときは、
委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。

（部会）
第 28 条　委員会に、必要に応じて部会を置くことができる。

第４章　補　則
（補則）
第 29 条　この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し

必要な事項は、市長が別に定める。

附　則
（施行期日）
１　この条例は、平成 19 年１月１日から施行する。

（上田市男女共同参画推進委員会条例の廃止）
２　上田市男女共同参画推進委員会条例（平成 18 年条例第

161 号。次項において「廃止条例」という。）は、廃止する。

（廃止条例の経過措置）
３　この条例の施行前に廃止条例の規定に基づき委嘱された委員

は、この条例の相当規程に基づき委嘱された委員とみなし、そ
の任期は通算する。
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　この条約の締約国は、
国際連合憲章が基本的人権、人間の尊厳及び価値並びに男女の権
利の平等に関する信念を改めて確認していることに留意し、
　世界人権宣言が、差別は容認することができないものであると
の原則を確認していること、並びにすべての人間は生まれながら
にして自由であり、かつ、尊厳及び権利について平等であること
並びにすべての人は性による差別その他のいかなる差別もなしに
同宣言に掲げるすべての権利及び自由を享有することができるこ
とを宣明していることに留意し、
　人権に関する国際規約の締約国がすべての経済的、社会的、文
化的、市民的及び政治的権利の享有について男女に平等の権利を
確保する義務を負っていることに留意し、
　国際連合及び専門機関の主催の下に各国が締結した男女の権利
の平等を促進するための国際条約を考慮し、
　更に、国際連合及び専門機関が採択した男女の権利の平等を促
進するための決議、宣言及び勧告に留意し、
　しかしながら、これらの種々の文書にもかかわらず女子に対す
る差別が依然として広範に存在していることを憂慮し、
　女子に対する差別は、権利の平等の原則及び人間の尊厳の尊重
の原則に反するものであり、女子が男子と平等の条件で自国の政
治的、社会的、経済的及び文化的活動に参加する上で障害となる
ものであり、社会及び家族の繁栄の増進を阻害するものであり、
また、女子の潜在能力を自国及び人類に役立てるために完全に開
発することを一層困難にするものであることを想起し、
　窮乏の状況においては、女子が食糧、健康、教育、雇用のため
の訓練及び機会並びに他の必要とするものを享受する機会が最も
少ないことを憂慮し、
　衡平及び正義に基づく新たな国際経済秩序の確立が男女の平等
の促進に大きく貢献することを確信し、
　アパルトヘイト、あらゆる形態の人種主義、人種差別、植民地
主義、新植民地主義、侵略、外国による占領及び支配並びに内政
干渉の根絶が男女の権利の完全な享有に不可欠であることを強調
し、
　国際の平和及び安全を強化し、国際緊張を緩和し、すべての国（社
会体制及び経済体制のいかんを問わない。）の間で相互に協力し、
全面的かつ完全な軍備縮小を達成し、特に厳重かつ効果的な国際
管理の下での核軍備の縮小を達成し、諸国間の関係における正義、
平等及び互恵の原則を確認し、外国の支配の下、植民地支配の下
又は外国の占領の下にある人民の自決の権利及び人民の独立の権
利を実現し並びに国の主権及び領土保全を尊重することが、社会
の進歩及び発展を促進し、ひいては、男女の完全な平等の達成に
貢献することを確認し、
　国の完全な発展、世界の福祉及び理想とする平和は、あらゆる
分野において女子が男子と平等の条件で最大限に参加することを
必要としていることを確信し、
　家族の福祉及び社会の発展に対する従来完全には認められてい
なかった女子の大きな貢献、母性の社会的重要性並びに家庭及び
子の養育における両親の役割に留意し、また、出産における女子
の役割が差別の根拠となるべきではなく、子の養育には男女及び
社会全体が共に責任を負うことが必要であることを認識し、
　社会及び家庭における男子の伝統的役割を女子の役割とともに
変更することが男女の完全な平等の達成に必要であることを認識
し、
　女子に対する差別の撤廃に関する宣言に掲げられている諸原則
を実施すること及びこのために女子に対するあらゆる形態の差別
を撤廃するための必要な措置をとることを決意して、
　次のとおり協定した。

女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約

第１部
第１条
　この条約の適用上、「女子に対する差別」とは、性に基づく区別、
排除又は制限であつて、政治的、経済的、社会的、文化的、市民
的その他のいかなる分野においても、女子（婚姻をしているかい
ないかを問わない。）が男女の平等を基礎として人権及び基本的自
由を認識し、享有し又は行使することを害し又は無効にする効果
又は目的を有するものをいう。

第２条
　締約国は、女子に対するあらゆる形態の差別を非難し、女子に
対する差別を撤廃する政策をすべての適当な手段により、かつ、
遅滞なく追求することに合意し、及びこのため次のことを約束す
る。

⒜ 男女の平等の原則が自国の憲法その他の適当な法令に組み入
れられていない場合にはこれを定め、かつ、男女の平等の原
則の実際的な実現を法律その他の適当な手段により確保する
こと。

⒝ 女子に対するすべての差別を禁止する適当な立法その他の措
置（適当な場合には制裁を含む。）をとること。

⒞女子の権利の法的な保護を男子との平等を基礎として確立し、
かつ、権限のある自国の裁判所その他の公の機関を通じて差
別となるいかなる行為からも女子を効果的に保護することを
確保すること。

⒟ 女子に対する差別となるいかなる行為又は慣行も差し控え、
かつ、公の当局及び機関がこの義務に従って行動することを
確保すること。

⒠ 個人、団体又は企業による女子に対する差別を撤廃するため
のすべての適当な措置をとること。

⒡女子に対する差別となる既存の法律、規則、慣習及び慣行を
修正し又は廃止するためのすべての適当な措置（立法を含
む。）をとること。

⒢ 女子に対する差別となる自国のすべての刑罰規定を廃止する
こと。

第３条
　締約国は、あらゆる分野、特に、政治的、社会的、経済的及び
文化的分野において、女子に対して男子との平等を基礎として人
権及び基本的自由を行使し及び享有することを保障することを目
的として、女子の完全な能力開発及び向上を確保するためのすべ
ての適当な措置（立法を含む。）をとる。

第４条
１ 締約国が男女の事実上の平等を促進することを目的とする暫定

的な特別措置をとることは、この条約に定義する差別と解して
はならない。ただし、その結果としていかなる意味においても
不平等な又は別個の基準を維持し続けることとなってはならず、
これらの措置は、機会及び待遇の平等の目的が達成された時に
廃止されなければならない。

２ 締約国が母性を保護することを目的とする特別措置（この条約
に規定する措置を含む。）をとることは、差別と解してはならな
い。

第５条
　締約国は、次の目的のためのすべての適当な措置をとる。

⒜ 両性いずれかの劣等性若しくは優越性の観念又は男女の定型
化された役割に基づく偏見及び慣習その他あらゆる慣行の撤
廃を実現するため、男女の社会的及び文化的な行動様式を修
正すること。
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⒝ 家庭についての教育に、社会的機能としての母性についての
適正な理解並びに子の養育及び教育における男女の共同責任
についての認識を含めることを確保すること。あらゆる場合
において、子の利益は最初に考慮するものとする。

第６条
　締約国は、あらゆる形態の女子の売買及び女子の売春からの搾
取を禁止するためのすべての適当な措置（立法を含む。）をとる。

第２部
第７条
　締約国は、自国の政治的及び公的活動における女子に対する差
別を撤廃するためのすべての適当な措置をとるものとし、特に、
女子に対して男子と平等の条件で次の権利を確保する。

⒜ あらゆる選挙及び国民投票において投票する権利並びにすべ
ての公選による機関に選挙される資格を有する権利

⒝ 政府の政策の策定及び実施に参加する権利並びに政府のすべ
ての段階において公職に就き及びすべての公務を遂行する権
利

⒞ 自国の公的又は政治的活動に関係のある非政府機関及び非政
府団体に参加する権利

第８条
　締約国は、国際的に自国政府を代表し及び国際機関の活動に参
加する機会を、女子に対して男子と平等の条件でかついかなる差
別もなく確保するためのすべての適当な措置をとる。

第９条
１　締約国は、国籍の取得、変更及び保持に関し、女子に対して

男子と平等の権利を与える。締約国は、特に、外国人との婚姻
又は婚姻中の夫の国籍の変更が、自動的に妻の国籍を変更し、
妻を無国籍にし又は夫の国籍を妻に強制することとならないこ
とを確保する。

２　締約国は、子の国籍に関し、女子に対して男子と平等の権利
を与える。

第３部

第 10 条
　締約国は、教育の分野において、女子に対して男子と平等の権
利を確保することを目的として、特に、男女の平等を基礎として
次のことを確保することを目的として、女子に対する差別を撤廃
するためのすべての適当な措置をとる。

⒜ 農村及び都市のあらゆる種類の教育施設における職業指導、
修学の機会及び資格証書の取得のための同一の条件。このよ
うな平等は、就学前教育、普通教育、技術教育、専門教育及
び高等技術教育並びにあらゆる種類の職業訓練において確保
されなければならない。

⒝ 同一の教育課程、同一の試験、同一の水準の資格を有する教
育職員並びに同一の質の学校施設及び設備を享受する機会

⒞ すべての段階及びあらゆる形態の教育における男女の役割に
ついての定型化された概念の撤廃を、この目的の達成を助長
する男女共学その他の種類の教育を奨励することにより、ま
た、特に、教材用図書及び指導計画を改訂すること並びに指
導方法を調整することにより行うこと。

⒟ 奨学金その他の修学援助を享受する同一の機会
⒠ 継続教育計画（成人向けの及び実用的な識字計画を含む。）

特に、男女間に存在する教育上の格差をできる限り早期に減
少させることを目的とした継続教育計画を利用する同一の機
会

⒡ 女子の中途退学率を減少させること及び早期に退学した女子
のための計画を策定すること。

⒢ スポーツ及び体育に積極的に参加する同一の機会
⒣ 家族の健康及び福祉の確保に役立つ特定の教育的情報（家族

計画に関する情報及び助言を含む。）を享受する機会

第 11 条
１　締約国は、男女の平等を基礎として同一の権利、特に次の権

利を確保することを目的として、雇用の分野における女子に対
する差別を撤廃するためのすべての適当な措置をとる。
⒜ すべての人間の奪い得ない権利としての労働の権利
⒝ 同一の雇用機会（雇用に関する同一の選考基準の適用を含

む。）についての権利
⒞ 職業を自由に選択する権利、昇進、雇用の保障並びに労働に

係るすべての給付及び条件についての権利並びに職業訓練及
び再訓練（見習、上級職業訓練及び継続的訓練を含む。）を受
ける権利

⒟ 同一価値の労働についての同一報酬（手当を含む。）及び同
一待遇についての権利並びに労働の質の評価に関する取扱い
の平等についての権利

⒠ 社会保障（特に、退職、失業、傷病、障害、老齢その他の労
働不能の場合における社会保障）についての権利及び有給休
暇についての権利

⒡ 作業条件に係る健康の保護及び安全（生殖機能の保護を含
む。）についての権利

２　締約国は、婚姻又は母性を理由とする女子に対する差別を防
止し、かつ、女子に対して実効的な労働の権利を確保するため、
次のことを目的とする適当な措置をとる。
⒜ 妊娠又は母性休暇を理由とする解雇及び婚姻をしているかい

ないかに基づく差別的解雇を制裁を課して禁止すること。
⒝ 給料又はこれに準ずる社会的給付を伴い、かつ、従前の雇用

関係、先任及び社会保障上の利益の喪失を伴わない母性休暇
を導入すること。

⒞ 親が家庭責任と職業上の責務及び社会的活動への参加とを両
立させることを可能とするために必要な補助的な社会的サー
ビスの提供を、特に保育施設網の設置及び充実を促進するこ
とにより奨励すること。

⒟ 妊娠中の女子に有害であることが証明されている種類の作業
においては、当該女子に対して特別の保護を与えること。

３　この条に規定する事項に関する保護法令は、科学上及び技術
上の知識に基づき定期的に検討するものとし、必要に応じて、
修正し、廃止し、又はその適用を拡大する。

第 12 条
１　締約国は、男女の平等を基礎として保健サービス（家族計画

に関連するものを含む。）を享受する機会を確保することを目的
として、保健の分野における女子に対する差別を撤廃するため
のすべての適当な措置をとる。

２　１の規定にかかわらず、締約国は、女子に対し、妊娠、分べ
ん及び産後の期間中の適当なサービス（必要な場合には無料に
する。）並びに妊娠及び授乳の期間中の適当な栄養を確保する。

第 13 条
　締約国は、男女の平等を基礎として同一の権利、特に次の権利
を確保することを目的として、他の経済的及び社会的活動の分野
における女子に対する差別を撤廃するためのすべての適当な措置
をとる。

⒜ 家族給付についての権利
⒝ 銀行貸付け、抵当その他の形態の金融上の信用についての権

利
⒞ レクリエーション、スポーツ及びあらゆる側面における文化

的活動に参加する権利

第 14 条
１　締約国は、農村の女子が直面する特別の問題及び家族の経済

的生存のために果たしている重要な役割（貨幣化されていない
経済の部門における労働を含む。）を考慮に入れるものとし、農
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村の女子に対するこの条約の適用を確保するためのすべての適
当な措置をとる。

２　締約国は、男女の平等を基礎として農村の女子が農村の開発
に参加すること及びその開発から生ずる利益を受けることを確
保することを目的として、農村の女子に対する差別を撤廃する
ためのすべての適当な措置をとるものとし、特に、これらの女
子に対して次の権利を確保する。
⒜ すべての段階における開発計画の作成及び実施に参加する権

利
⒝ 適当な保健サービス（家族計画に関する情報、カウンセリン

グ及びサービスを含む。）を享受する権利
⒞ 社会保障制度から直接に利益を享受する権利
⒟ 技術的な能力を高めるために、あらゆる種類（正規であるか

ないかを問わない。）の訓練及び教育（実用的な識字に関する
ものを含む。）並びに、特に、すべての地域サービス及び普及
サービスからの利益を享受する権利

⒠ 経済分野における平等な機会を雇用又は自営を通じて得るた
めに、自助的集団及び協同組合を組織する権利

⒡ あらゆる地域活動に参加する権利
⒢ 農業信用及び貸付け、流通機構並びに適当な技術を利用する

権利並びに土地及び農地の改革並びに入植計画において平等
な待遇を享受する権利

⒣ 適当な生活条件（特に、住居、衛生、電力及び水の供給、運
輸並びに通信に関する条件）を享受する権利

第４部

第 15 条
１　締約国は、女子に対し、法律の前の男子との平等を認める。
２　締約国は、女子に対し、民事に関して男子と同一の法的能力

を与えるものとし、また、この能力を行使する同一の機会を与
える。特に、締約国は、契約を締結し及び財産を管理すること
につき女子に対して男子と平等の権利を与えるものとし、裁判
所における手続のすべての段階において女子を男子と平等に取
り扱う。

３　締約国は、女子の法的能力を制限するような法的効果を有す
るすべての契約及び他のすべての私的文書（種類のいかんを問
わない。）を無効とすることに同意する。

４　締約国は、個人の移動並びに居所及び住所の選択の自由に関
する法律において男女に同一の権利を与える。

第 16 条
１　締約国は、婚姻及び家族関係に係るすべての事項について女

子に対する差別を撤廃するためのすべての適当な措置をとるも
のとし、特に、男女の平等を基礎として次のことを確保する。
⒜ 婚姻をする同一の権利
⒝ 自由に配偶者を選択し及び自由かつ完全な合意のみにより婚

姻をする同一の権利
⒞ 婚姻中及び婚姻の解消の際の同一の権利及び責任
⒟ 子に関する事項についての親（婚姻をしているかいないかを

問わない。）としての同一の権利及び責任。あらゆる場合にお
いて、子の利益は至上である。

⒠ 子の数及び出産の間隔を自由にかつ責任をもって決定する同
一の権利並びにこれらの権利の行使を可能にする情報、教育
及び手段を享受する同一の権利

⒡ 子の後見及び養子縁組又は国内法令にこれらに類する制度が
存在する場合にはその制度に係る同一の権利及び責任。あら
ゆる場合において、子の利益は至上である。

⒢ 夫及び妻の同一の個人的権利（姓及び職業を選択する権利を
含む。）

⒣ 無償であるか有償であるかを問わず、財産を所有し、取得し、
運用し、管理し、利用し及び処分することに関する配偶者双
方の同一の権利

２　児童の婚約及び婚姻は、法的効果を有しないものとし、また、
婚姻最低年齢を定め及び公の登録所への婚姻の登録を義務付け
るためのすべての必要な措置（立法を含む。）がとられなければ
ならない。

第５部

第 17 条
１　この条約の実施に関する進捗状況を検討するために、女子に

対する差別の撤廃に関する委員会（以下「委員会」という。）を
設置する。委員会は、この条約の効力発生の時は 18 人の、35
番目の締約国による批准又は加入の後は 23 人の徳望が高く、
かつ、この条約が対象とする分野において十分な能力を有する
専門家で構成する。委員は、締約国の国民の中から締約国によ
り選出するものとし、個人の資格で職務を遂行する。その選出
に当たっては、委員の配分が地理的に衡平に行われること並び
に異なる文明形態及び主要な法体系が代表されることを考慮に
入れる。

２　委員会の委員は、締約国により指名された者の名簿の中から
秘密投票により選出される。各締約国は、自国民の中から１人
を指名することができる。

３　委員会の委員の最初の選挙は、この条約の効力発生の日の後
６箇月を経過した時に行う。国際連合事務総長は、委員会の委
員の選挙の日の遅くとも３箇月前までに、締約国に対し、自国
が指名する者の氏名を２箇月以内に提出するよう書簡で要請す
る。同事務総長は、指名された者のアルファベット順による名
簿（これらの者を指名した締約国名を表示した名簿とする。）を
作成し、締約国に送付する。

４　委員会の委員の選挙は、国際連合事務総長により国際連合本
部に招集される締約国の会合において行う。この会合は、締約
国の３分の２をもって定足数とする。この会合においては、出
席し、かつ投票する締約国の代表によって投じられた票の最多
数で、かつ、過半数の票を得た指名された者をもって委員会に
選出された委員とする。

５　委員会の委員は、４年の任期で選出される。ただし、最初の
選挙において選出された委員のうち９人の委員の任期は、２年
で終了するものとし、これらの９人の委員は、最初の選挙の後
直ちに、委員会の委員長によりくじ引で選ばれる。

６　委員会の５人の追加的な委員の選挙は、35 番目の批准又は
加入の後、２から４までの規定に従って行う。この時に選出さ
れた追加的な委員のうち２人の委員の任期は、２年で終了する
ものとし、これらの２人の委員は、委員会の委員長によりくじ
引で選ばれる。

７　締約国は、自国の専門家が委員会の委員としての職務を遂行
することができなくなった場合には、その空席を補充するため、
委員会の承認を条件として自国民の中から他の専門家を任命す
る。

８　委員会の委員は、国際連合総会が委員会の任務の重要性を考
慮して決定する条件に従い、同総会の承認を得て、国際連合の
財源から報酬を受ける。

９　国際連合事務総長は、委員会がこの条約に定める任務を効果
的に遂行するために必要な職員及び便益を提供する。

第 18 条
１　締約国は、次の場合に、この条約の実施のためにとった立法上、

司法上、行政上その他の措置及びこれらの措置によりもたらさ
れた進歩に関する報告を、委員会による検討のため、国際連合
事務総長に提出することを約束する。
⒜ 当該締約国についてこの条約が効力を生ずる時から１年以内
⒝ その後は少なくとも４年ごと、更には委員会が要請するとき。

２　報告には、この条約に基づく義務の履行の程度に影響を及ぼ
す要因及び障害を記載することができる。



63

第 19 条
１　委員会は、手続規則を採択する。
２　委員会は、役員を２年の任期で選出する。

第 20 条
１　委員会は、第 18 条の規定により提出される報告を検討する

ために原則として毎年２週間を超えない期間会合する。
２　委員会の会合は、原則として、国際連合本部又は委員会が決

定する他の適当な場所において開催する。

第 21 条
１　委員会は、その活動につき経済社会理事会を通じて毎年国際

連合総会に報告するものとし、また、締約国から得た報告及び
情報の検討に基づく提案及び一般的な性格を有する勧告を行う
ことができる。これらの提案及び一般的な性格を有する勧告は、
締約国から意見がある場合にはその意見とともに、委員会の報
告に記載する。

２　国際連合事務総長は、委員会の報告を、情報用として、婦人
の地位委員会に送付する。

第 22 条
　専門機関は、その任務の範囲内にある事項に関するこの条約の
規定の実施についての検討に際し、代表を出す権利を有する。委
員会は、専門機関に対し、その任務の範囲内にある事項に関する
この条約の実施について報告を提出するよう要請することができ
る。

第６部

第 23 条
　この条約のいかなる規定も、次のものに含まれる規定であって
男女の平等の達成に一層貢献するものに影響を及ぼすものではな
い。

⒜ 締約国の法令
⒝ 締約国について効力を有する他の国際条約又は国際協定

第 24 条
　締約国は、自国においてこの条約の認める権利の完全な実現を
達成するためのすべての必要な措置をとることを約束する。

第 25 条
１　この条約は、すべての国による署名のために開放しておく。
２　国際連合事務総長は、この条約の寄託者として指定される
３　この条約は、批准されなければならない。批准書は、国際連

合事務総長に寄託する。
４ 　この条約は、すべての国による加入のために開放しておく。

加入は、加入書を国際連合事務総長に寄託することによって行
う。

第 26 条
１　いずれの締約国も、国際連合事務総長にあてた書面による通

告により、いつでもこの条約の改正を要請することができる。
２　国際連合総会は、１の要請に関してとるべき措置があるとき

は、その措置を決定する。

第 27 条
１　この条約は、20 番目の批准書又は加入書が国際連合事務総

長に寄託された日の後 30 日目の日に効力を生ずる。
２　この条約は、20 番目の批准書又は加入書が寄託された後に

批准し又は加入する国については、その批准書又は加入書が寄
託された日の後 30 日目の日に効力を生ずる。

第 28 条
１　国際連合事務総長は、批准又は加入の際に行われた留保の書

面を受領し、かつ、すべての国に送付する。
２　この条約の趣旨及び目的と両立しない留保は、認められない。
３　留保は、国際連合事務総長にあてた通告によりいつでも撤回

することができるものとし、同事務総長は、その撤回をすべて
の国に通報する。このようにして通報された通告は、受領され
た日に効力を生ずる。

第 29 条
１　この条約の解釈又は適用に関する締約国間の紛争で交渉に

よって解決されないものは、いずれかの紛争当事国の要請によ
り、仲裁に付される。仲裁の要請の日から６箇月以内に仲裁の
組織について紛争当事国が合意に達しない場合には、いずれの
紛争当事国も、国際司法裁判所規程に従って国際司法裁判所に
紛争を付託することができる。

２　各締約国は、この条約の署名若しくは批准又はこの条約への
加入の際に、１の規定に拘束さ
れない旨を宣言することができる。他の締約国は、そのような
留保を付した締約国との関係に
おいて１の規定に拘束されない。

３　２の規定に基づいて留保を付した締約国は、国際連合事務総
長にあてた通告により、いつで
もその留保を撤回することができる。

第 30 条
　この条約は、アラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア
語及びスペイン語をひとしく正文とし、国際連合事務総長に寄託
する。
　以上の証拠として、下名は、正当に委任を受けてこの条約に署
名した。

採 択　 1979 年（昭和 54 年）  12 月 18 日
効 力 発 生 1981 年（昭和 56 年）    ９月　３日
日 本 国 1980 年（昭和 55 年） 　７月 17 日署名
 1985 年（昭和 60 年） 　６月 25 日批准

７月 11 日公布
 ７月 25 日発効
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年 世界の動き 日本の動き

1975（昭和 50） 国際婦人年（目標 : 平等、発展、平和） 
国際婦人年世界会議（メキシコシティ）

婦人問題企画推進本部設置 
婦人問題企画推進会議開催

1977（ 〃 52） 「国内行動計画」策定
（計画期間 : 昭和 52 年度～ 61 年度）

1978（ 〃 53）
1979（ 〃 54） 国連第 34 回総会「女子差別撤廃条約」採択

1980（ 〃 55）「国連婦人の 10 年」中間年世界会議（コペンハーゲン）
「国連婦人の 10 年後半期行動プログラム」採択

1981（ 〃 56） 「国内行動計画後期重点目標」策定
1984（ 〃 59）

1985（ 〃 60）
「国連婦人の 10 年」ナイロビ世界会議
「婦人の地位向上のためのナイロビ将来戦略」
（計画期間 :1986 年～ 2000 年）

「女子差別撤廃条約」批准
「男女雇用機会均等法」公布

1986（ 〃 61）
婦人問題企画推進本部拡充
婦人問題企画推進有識者会議

（婦人問題企画推進会議の後身）開催

1987（ 〃 62） 「西暦 2000 年に向けての新国内行動計画」策定
（計画期間 : 昭和 62 年度～平成 12 年度）

1989（平成元）

1990（ 〃 2）
国連婦人の地位委員会拡大会期国連経済社会理事会

「婦人の地位向上のためのナイロビ将来戦略に関する第 1
回見直しと評価に伴う勧告及び結論」採択

1991（ 〃 3） 「育児休業法」公布

1992（ 〃 4）

1994（ 〃 6） 男女共同参画室設置、男女共同参画審議会設置、男女共
同参画推進本部設置

1995（ 〃 7） 第 4 回世界女性会議－平等、開発、平和のための行動
( 北京 )「北京宣言及び行動綱領」採択 「育児休業法」改正 ( 介護休業制度の法制化 )

1996（ 〃 8）
「男女共同参画 2000 年プラン」策定（計画期間 : 平成 8

年 12 月～平成 12 年度）男女共同参画推進連携会議 ( え
がりてネットワーク ) 発足

1997（ 〃 9） 「男女共同参画審議会設置法」公布
「男女雇用機会均等法」改正

1998（ 〃 10）

1999（ 〃 11） 「男女共同参画社会基本法」公布・施行
「食料・農業・農村基本法」公布・施行

2000（ 〃 12） 国連特別総会「女性 2000 年会議」
（ニューヨーク） 「男女共同参画基本計画」策定

2001（ 〃 13）  男女共同参画会議設置、男女共同参画局設置

2002（ 〃 14） アフガニスタンの女性支援に関する懇談会開催

2003（ 〃 15） 男女共同参画推進本部決定「女性のチャレンジ支援策の
推進について」

2004（ 〃 16） 「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法
律」改正及び同法に基づく基本方針策定

2005（ 〃 17） 国連「北京＋ 10」世界閣僚級会合（ニューヨーク） 「男女共同参画基本計画（第 2 次）」策定
「女性の再チャレンジ支援プラン」策定

2006（ 〃 18） 「男女雇用機会均等法」改正
「東アジア男女共同参画担当大臣会合」開催

国際婦人年以降の男女共同参画への取組（年表）
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長野県の動き 上田市の動き 年

1975（昭和 50）

社会部労政課「福祉婦人係」設置
長野県婦人問題協議会設立 （旧丸子町）現代婦人教養大学開講 1977（ 〃 52） 

長野県婦人問題県民会議設立 （旧丸子町）丸子町婦人団体連絡協議会発足 1978（ 〃 53）
1979（ 〃 54）

「長野県婦人行動計画」策定
（計画期間 : 昭和 55 年度～昭和 60 年度）

労政課に婦人係設置
1980（ 〃 55）

社会部青少年家庭課に「婦人室」設置 1981（ 〃 56）
長野県婦人総合センター開設 （旧上田市）社会課高齢者婦人係設置 1984（ 〃 59）

（旧上田市）
第二次長期構想の中で女性問題の解決に向けて事業を推進 1985（ 〃 60）

「新長野県婦人行動計画」策定
（計画期間 : 昭和 61 年度～平成 2 年度） 1986（ 〃 61）

1987（ 〃 62）

（旧上田市）婦人行動計画策定委員会発足 1989（平成元）

1990（ 〃 2）

さわやか信州女性プラン（第三次長野県婦人行動計画）
策定（計画期間 : 平成 3 年度～平成 7 年度）

（旧上田市）第一次女性行動計画策定（平成 3 年～ 7 年）
女性問題懇話会設置、女性行政推進会議・幹事会設置 1991（ 〃 3）

「婦人室」「婦人総合センター」「婦人問題協議会」を「女
性室」「女性総合センター」「女性行政推進協議会」に
名称変更

1992（ 〃 4）

1994（ 〃 6）

（旧上田市）政策推進部企画課女性政策担当設置
第二次女性行動計画策定委員会発足 1995（ 〃 7）

「信州女性プラン 21」（第四次長野県女性行動計画）策
定、「女性プラン推進委員会」設置、

「地域女性コミュニケーター」設置
（旧上田市）「うえだ女性プランⅡ」策定（平成 8 年～ 12 年）
（旧丸子町）丸子町女性行動計画策定委員会設置 1996（ 〃 8）

社会部「女性課」設置 （旧真田町）情報政策課に女性担当設置
（旧武石村）教育委員会に女性窓口設置 1997（ 〃 9）

（旧上田市）女性政策主幹設置
（旧丸子町）「まるこ女性プラン」策定、丸子町女性行動計

画推進委員会設置
（旧真田町）「さなだ女性会議」設立

1998（ 〃 10）

1999（ 〃 11）

女性総合センターの愛称「あいとぴあ」に決定、
「男女共同参画推進委員会」設置
（女性プラン推進委員会を改組）

（旧上田市）総務部男女共同参画課新設、
「市民プラザ・ゆう」商工課から所管替え
（旧真田町）「さなだ男女共生町民の会」に名称変更
（旧武石村）「武石コミュニケーション ’21」設立

2000（ 〃 12）

「パートナーシップながの 21」策定、「女性課」「女性
総合センター」を「男女共同参画課」「男女共同参画セ
ンター」に名称変更

（旧上田市）「うえだ男女共同参画プラン」策定（平成 13 年
～ 17 年）

（旧真田町）「さなだ男女共同参画プラン」策定
2001（ 〃 13）

「長野県男女共同参画社会づくり条例」公布 （旧丸子町）丸子町男女共同参画推進委員会設置 2002（ 〃 14）
（旧上田市）「上田市男女共同参画の推進に関する条例」施行
（旧丸子町）「丸子町男女共同参画計画」策定、「丸子町男女

共同参画推進条例」施行
（旧武石村）「たけし男女共同参画行動計画」策定

2003（ 〃 15）

男女共同参画課を社会部人権尊重推進課と統合、
企画局に「ユマニテ・人間尊重課を設置 2004（ 〃 16）

2005（ 〃 17） 

「ユマニテ・人間尊重課」を「人権・男女共同参画課」
に名称変更
第 2 次長野県男女共同参画計画策定　

上田市・丸子町・真田町・武石村が合併して新生上田市が
発足、「上田市男女共同参画推進委員会」発足
さなだ共同参画ネットワーク（S ネット）設立

2006（ 〃 18）
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年 世界の動き 日本の動き

2007（ 〃 19）
「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法

律」改正
「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）」及び
「仕事と生活の調和推進のための行動計画」策定

2008（ 〃 20） 男女共同参画推進本部決定「女性の参画加速プログラム」
「次世代育成支援対策推進法」改正

2009（ 〃 21） 「子ども・若者育成支援推進法」制定
「育児・介護休業法」改正

2010（ 〃 22） 第 54 回国連婦人の地位委員会「北京＋ 15」記念会合開
催

「第 3 次男女共同参画基本計画」（平成 23 年度から 5 か年）
閣議決定

2011（ 〃 23） 東日本大震災（３月１１日）
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長野県の動き 上田市の動き 年

「長野県男女共同参画社会づくり条例」改正
男女共同参画課を企画局に移管

「上田市男女共同参画推進条例」施行（1 月）
「上田市男女共同参画計画」策定（平成 19 年～ 23 年）

男女共同参画推進事業者表彰の開始
2007（ 〃 19）

2008（ 〃 20）

2009（ 〃 21） 

第 3 次長野県男女共同参画計画（平成 23 年度から 5 か
年）の策定 男女共同参画社会に向けての意識調査の実施 2010（ 〃 22）

第 2 次上田市男女共同参画計画（平成 24 年度から 5 か年）
の策定 2011（ 〃 23）
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第2次上田市男女共同参画計画の策定経過

平成 22 年 ９ 月 15 日 男女共同参画社会に向けての意識調査の実施
市内の 20 歳から 70 歳男女 1,500 人対象　　有効回収数 782 人

平成 23 年 ２ 月 ４ 日 市長から第２次上田市男女共同参画計画について諮問

５ 月 ９ 日 男女共同参画推進委員会及び男女共同参画庁内推進会議合同会議
（講師：県企画部人権・男女共同参画課酒井裕子企画幹）
（意識調査結果・策定作業計画）

６ 月 30 日 男女共同参画推進委員会
（策定案検討、基本理念・重点的取組の検討）

９ 月 ５ 日 男女共同参画推進委員会
（基本目標・計画内容の検討）

９ 月 16 日 男女共同参画庁内推進会議
（計画内容の検討）

11 月 ７ 日 男女共同参画推進委員会
（計画内容・計画推進についての検討）

１ 月 11 日 男女共同参画推進委員会
（答申案の検討）

１ 月 23 日 第２次上田市男女共同参画計画の骨子について市長に答申

２ 月 20 日 ～３ 月 ５ 日
パブリックコメントの実施
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上田市男女共同参画推進委員会委員名簿
役　職 氏　　名 所属団体・勤務先等 備　　　考

会　長 古 田 　 睦 美 長野大学環境ツーリズム学部

副会長 伊 藤 　 太 郎 女と男うえだ市民の会

委　員

池田　佐代子 丸子女性団体連絡協議会

小 林 　 典 子 さなだ共同参画ネットワーク

清 水 　 久夫 マリモ電子工業株式会社

齊 藤 　 　 實 上田市自治会連合会 平成 23 年 4 月 1 日から

竹 下 　 茂 夫 上田市自治会連合会 平成 23 年 3 月 31 日まで

寺 島 　 正 之 アヴァシス株式会社

富 松 　 裕 子 男女共同参画コミュニケーター

橋詰　眞由美 武石コミュニケーション 21

林 　 良 自営業

任期：平成 22 年 9 月 1 日から平成 24 年 8 月 31 日まで
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人権男女共同参画庁内推進会議委員名簿
部 局 名  課 所 名 職 名

市 民 生 活 部 人権男女共同参画課 人権男女共同参画課長
政 策 企 画 局 政策企画課 政策企画担当係長

〃 市民参加・協働推進課 市民参加・協働推進担当係長
総 務 部 人材開発課 人材開発係長

〃 危機管理防災課 危機管理防災担当係長
〃 行政改革推進室 行政改革推進係長
〃 秘書課 国際・地域交流係長
〃 マルチメディア情報センター 次長

市 民 生 活 部 市民課 外国籍市民サービス係長
〃 人権男女共同参画課 男女共同参画係長
〃 　　　〃 人権同和対策係長
〃 生活環境課 生活安全担当係長
〃 廃棄物対策課 リサイクル推進係長
〃 住宅課 住宅管理係長

健 康 福 祉 部 福祉課 障害者福祉係長
〃 高齢者介護課 高齢者支援担当係長
〃 健康推進課 保健推進担当係長

こ ど も 未 来 部 子育て・子育ち支援課 子育て・子育ち支援担当係長
〃 保育課 保育担当係長

商 工 観 光 部 商工課 商工振興担当係長
〃 雇用促進室 雇用促進係長
〃 観光課 観光振興担当係長

農 林 部 農政課 農業振興担当係長
都 市 建 設 部 土木課 整備計画係長

〃 都市計画課 調査計画担当係長
〃 地域交通政策課 地域交通係長

消 防 部 消防総務課 総務担当係長
教 育 委 員 会 学校教育課 学校教育担当係長

〃 生涯学習課 生涯学習係長
〃 生涯学習課 人権同和教育係長
〃 中央公民館 次長
〃 上田情報ライブラリー 次長

農業委員会事務局 農業委員会事務局 農政係長
丸子地域自治センター 市民生活課 市民サービス担当係長
真田地域自治センター 市民生活課 市民サービス担当係長
武石地域自治センター 市民生活課 市民サービス担当係長
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